
第一七一回 

閣第三二号 

   農地法等の一部を改正する法律案 

 （農地法の一部改正） 

第一条 農地法（昭和二十七年法律第二百二十九号）の一部を次のように改正する。 

  目次を次のように改める。 

 目次 

  第一章 総則（第一条－第二条の二） 

  第二章 権利移動及び転用の制限等（第三条－第十五条） 

  第三章 利用関係の調整等（第十六条－第二十九条） 

  第四章 遊休農地に関する措置（第三十条－第四十四条） 

  第五章 雑則（第四十五条－第六十三条） 

  第六章 罰則（第六十四条－第六十九条） 

  附則 

  第一条を次のように改める。 

  （目的） 

 第一条 この法律は、国内の農業生産の基盤である農地が現在及び将来における国民の

ための限られた資源であることにかんがみ、農地を農地以外のものにすることを規制

するとともに、農地を効率的に利用する者による農地についての権利の取得を促進し、

及び農地の利用関係を調整し、並びに農地の農業上の利用を確保するための措置を講

ずることにより、国内の農業生産の増大を図り、もつて国民に対する食料の安定供給

の確保に資することを目的とする。 

  第二条第二項から第五項までを削り、同条第六項中「「世帯員」を「「世帯員等」に、

「をいう。この場合において、世帯員のいずれかについて生じた左に掲げる事由により

世帯員が一時住居又は生計を異にしても、これらの者は、なお住居又は生計を一にする

ものとみなす」を「（次に掲げる事由により一時的に住居又は生計を異にしている親族

を含む。）並びに当該親族の行う耕作又は養畜の事業に従事するその他の二親等内の親

族をいう」に改め、同項を同条第二項とし、同条第七項第二号中「トに掲げる者の有す

る議決権の」を「チに掲げる者の有する議決権の」に、「であり、かつ、トに掲げる者

の有する議決権がいずれもその法人の総株主の議決権の十分の一以下であるもの」を

「であるもの（チに掲げる者の中に、その法人と連携して事業を実施することによりそ

の法人の農業経営の改善に特に寄与する者として政令で定める者があるときは、チに掲

げる者の有する議決権の合計が総株主の議決権の二分の一未満であり、かつ、チに掲げ

る者のうち当該政令で定める者以外の者の有する議決権の合計が総株主の議決権の四分

の一以下であるもの）」に、「トに掲げる者の数」を「チに掲げる者の数」に改め、

「四分の一以下であるもの」の下に「（チに掲げる者の中に、当該政令で定める者があ



るときは、チに掲げる者の数が社員の総数の二分の一未満であり、かつ、チに掲げる者

のうち当該政令で定める者以外の者の数が社員の総数の四分の一以下であるもの）」を

加え、同号ハ中「次条第一項又は第七十三条第一項」を「第三条第一項」に改め、同号

トを同号チとし、同号ヘを同号トとし、同号ホ中「同項」を「同法第八条第一項」に改

め、「（市町村及び農業協同組合を除く。）」を削り、同号ホを同号ヘとし、同号ニの

次に次のように加える。 

   ホ その法人に農作業（農林水産省令で定めるものに限る。）の委託を行つている

個人 

  第二条中第七項を第三項とし、第八項を第四項とし、第九項を削り、第一章中同条の

次に次の一条を加える。 

  （農地について権利を有する者の責務） 

 第二条の二 農地について所有権又は賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を

有する者は、当該農地の農業上の適正かつ効率的な利用を確保するようにしなければ

ならない。 

  「第二章 農地及び採草放牧地」を「第二章 権利移動及び転用の制限等」に改める。 

  第二章第一節から第六節までの節名、第三章の章名、同章第一節から第三節までの節

名並びに第四章及び第五章の章名を削る。 

  第三条第一項第一号及び第二号を次のように改める。 

  一 第四十六条第一項又は第四十七条の規定によつて所有権が移転される場合 

  二 第三十六条第三項の規定により都道府県知事が作成した調停案の受諾に伴い所有

権が移転され、又は賃借権が設定され、若しくは移転される場合 

  第三条第一項中第十号を第十六号とし、第九号を第十五号とし、第八号を第十四号と

し、第七号の三を削り、同項第七号の二中「第四条第二項」を「第八条第一項」に改め、

「農地保有合理化法人」という。）」の下に「又は同法第十一条の十二に規定する農地

利用集積円滑化団体（以下「農地利用集積円滑化団体」という。）」を加え、「同項第

一号」を「同法第四条第二項第一号」に改め、同号を同項第十三号とし、同項第七号中

「で準用する」を「において準用する」に改め、同号を同項第十二号とし、同項中第六

号を第十一号とし、第五号を第十号とし、第四号の六を第九号とし、第四号の五を第八

号とし、第四号の三及び第四号の四を削り、同項第四号の二中「第四条第三項第一号」

を「第四条第四項第一号」に改め、同号を同項第七号とし、同項中第四号を第六号とし、

第三号を第五号とし、第二号の二を削り、第二号の次に次の二号を加える。 

  三 第三十七条から第四十条までの規定によつて第三十七条に規定する特定利用権が

設定される場合 

  四 第四十三条の規定によつて同条第一項に規定する遊休農地を利用する権利が設定

される場合 

  第三条第二項ただし書中「行う農業協同組合」の下に「又は農業協同組合連合会」を



加え、「第二号に掲げる権利が取得されることとなるとき」を「第一号に掲げる権利が

取得されることとなるとき、同法第十一条の三十一第一項第一号に掲げる場合において

農業協同組合又は農業協同組合連合会が使用貸借による権利又は賃借権を取得すると

き」に、「第二号の二、第四号、第五号及び第八号」を「第一号、第二号、第四号及び

第五号」に改め、同項第一号を削り、同項第二号中「世帯員」を「世帯員等の耕作又は

養畜の事業に必要な機械の所有の状況、農作業に従事する者の数等からみて、これらの

者」に、「について」を「を効率的に利用して」に改め、同号を同項第一号とし、同項

第二号の二中「及び農業経営基盤強化促進法第四条第四項に規定する特定法人（以下

「特定法人」という。）」を削り、同号を同項第二号とし、同項第二号の三、第二号の

四及び第三号を削り、同項第二号の五中「第二号」を「第一号」に改め、同号を同項第

三号とし、同項第四号中「第二号」を「第一号」に改め、「及び特定法人」を削り、

「世帯員」を「世帯員等」に改め、同項第五号中「第二号」を「第一号」に、「世帯

員」を「世帯員等」に、「都道府県知事」を「農業委員会」に、「その都道府県の区域

の」を「市町村の区域の全部又は」に改め、「を定め」の下に「、農林水産省令で定め

るところにより」を加え、同項第六号を削り、同項第七号中「小作地又は小作採草放牧

地について」を「農地又は採草放牧地につき所有権以外の権原に基づいて」に、「その

小作地又は小作採草放牧地」を「その土地」に、「その土地の小作農」を「当該事業を

行う者」に、「世帯員」を「世帯員等」に、「前条第六項」を「第二条第二項」に改め、

「、農地保有合理化法人」の下に「又は農地利用集積円滑化団体」を加え、「、同意市

町村又は農地保有合理化法人がその土地を特定法人貸付事業の実施により貸し付けよう

とする場合」を削り、「水田裏作」の下に「（田において稲を通常栽培する期間以外の

期間稲以外の作物を栽培することをいう。以下同じ。）」を加え、同号を同項第六号と

し、同号の次に次の一号を加える。 

  七 第一号に掲げる権利を取得しようとする者又はその世帯員等がその取得後におい

て行う耕作又は養畜の事業の内容並びにその農地又は採草放牧地の位置及び規模か

らみて、農地の集団化、農作業の効率化その他周辺の地域における農地又は採草放

牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認め

られる場合 

  第三条第二項第八号を削り、同条中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二

項の次に次の一項を加える。 

 ３ 農業委員会又は都道府県知事は、農地又は採草放牧地について使用貸借による権利

又は賃借権が設定される場合において、これらの権利を取得しようとする者がその取

得後においてその農地又は採草放牧地を適正に利用していないと認められる場合に使

用貸借又は賃貸借の解除をする旨の条件が書面による契約において付されているとき

は、前項（第二号及び第四号に係る部分に限る。）の規定にかかわらず、第一項の許

可をすることができる。 



  第三条の次に次の二条を加える。 

  （農地又は採草放牧地の権利移動の許可の取消し） 

 第三条の二 農地又は採草放牧地について使用貸借による権利又は賃借権の設定を受け

た者（前条第三項の規定の適用を受けて同条第一項の許可を受けた者に限る。）がそ

の農地又は採草放牧地を適正に利用していないと認められるにもかかわらず、当該使

用貸借による権利又は賃借権を設定した者が使用貸借又は賃貸借の解除をしないとき

は、農業委員会又は都道府県知事は、当該許可を取り消さなければならない。 

  （農地又は採草放牧地についての権利取得の届出） 

 第三条の三 農地又は採草放牧地について第三条第一項本文に掲げる権利を取得した者

は、同項の許可を受けてこれらの権利を取得した場合、同項各号（第十二号及び第十

六号を除く。）のいずれかに該当する場合その他農林水産省令で定める場合を除き、

遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、その農地又は採草放牧地の存する市

町村の農業委員会にその旨を届け出なければならない。 

 ２ 農業委員会は、前項の規定による届出があつた場合において、その農地又は採草放

牧地の適正かつ効率的な利用が図られないおそれがあると認めるときは、当該届出を

した者に対し、当該農地又は採草放牧地についての所有権の移転又は使用及び収益を

目的とする権利の設定若しくは移転のあつせんその他の必要な措置を講ずるものとす

る。 

  第四条第一項中「除く」の下に「。第五項において同じ」を加え、第一号を削り、第

二号を第一号とし、同項第三号中「都道府県が」の下に「、道路、農業用用排水施設そ

の他の地域振興上又は農業振興上の必要性が高いと認められる施設であつて農林水産省

令で定めるものの用に供するため、」を加え、同号を同項第二号とし、同項第三号の二

中「第四条第三項第一号」を「第四条第四項第一号」に改め、同号を同項第三号とし、

同項中第六号を第八号とし、第五号を第七号とし、第四号を第六号とし、第三号の四を

第五号とし、第三号の三を第四号とし、同条に次の二項を加える。 

 ５ 国又は都道府県が農地を農地以外のものにしようとする場合（第一項各号のいずれ

かに該当する場合を除く。）においては、国又は都道府県と都道府県知事との協議

（その者が同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のも

のにする場合には、農林水産大臣との協議）が成立することをもつて同項の許可があ

つたものとみなす。 

 ６ 第三項の規定は、都道府県知事が前項の協議を成立させようとする場合について準

用する。 

  第五条第一項中「次項」の下に「及び第四項」を、「ものを除く」の下に「。第四項

において同じ」を加え、第一号を次のように改める。 

  一 国又は都道府県が、前条第一項第二号の農林水産省令で定める施設の用に供する

ため、これらの権利を取得する場合 



  第五条第一項第四号を同項第七号とし、同項第三号中「前条第一項第五号」を「前条

第一項第七号」に改め、同号を同項第六号とし、同項中第二号を第五号とし、第一号の

四を第四号とし、第一号の三を第三号とし、同項第一号の二中「第四条第三項第一号」

を「第四条第四項第一号」に改め、同号を同項第二号とし、同条第三項中「第三条第三

項及び第四項」を「第三条第四項及び第五項」に改め、同条に次の二項を加える。 

 ４ 国又は都道府県が、農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地

以外のものにするため、これらの土地について第三条第一項本文に掲げる権利を取得

しようとする場合（第一項各号のいずれかに該当する場合を除く。）においては、国

又は都道府県と都道府県知事との協議（これらの権利を取得する者が同一の事業の目

的に供するため四ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について

権利を取得する場合には、農林水産大臣との協議）が成立することをもつて第一項の

許可があつたものとみなす。 

 ５ 前条第三項の規定は、都道府県知事が前項の協議を成立させようとする場合につい

て準用する。 

  第六条から第十五条までを削る。 

  第十五条の二第二項中「第二条第七項各号」を「第二条第三項各号」に、「とるべ

き」を「講ずべき」に改め、同条を第六条とする。 

  第十五条の三の見出し中「場合等」を「場合」に改め、同条第二項を削り、同条第三

項中「前二項」を「前項」に改め、同項後段を削り、同項を同条第二項とし、同項の次

に次の一項を加える。 

 ３ 農業委員会は、前項の規定による公示をしたときは、遅滞なく、その土地の所有者

に同項各号に掲げる事項を通知しなければならない。ただし、過失がなくてその者を

確知することができないときは、この限りでない。 

  第十五条の三第四項中「第二十条第一項」を「第十八条第一項」に、「前項」を「第

二項」に改め、同条第五項中「第三項」を「第二項」に、「第二条第七項各号」を「第

二条第三項各号」に改め、同条第八項中「第三項の規定により」を「第二項の規定によ

り」に、「使用収益権」を「所有権以外の権原」に改め、「第一項の規定による買収を

すべき農地又は採草放牧地にあつては」及び「、第二項の規定による買収をすべき農地

又は採草放牧地にあつては第三項の規定による公示の日」を削り、「又は賃貸借」を

「賃貸借」に、「した」を「し、又はその他の使用及び収益を目的とする権利を消滅さ

せた」に改め、「又は第二項」を削り、「第二十条第一項」を「第十八条第一項」に改

め、同条第十項を削り、同条を第七条とし、同条の次に次の六条を加える。 

  （農業委員会の関係書類の送付） 

 第八条 農業委員会は、前条第一項の規定により国が農地又は採草放牧地を買収すべき

場合には、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類を農林水産大臣に送付しなけれ

ばならない。 



  一 その農地又は採草放牧地の所有者の氏名又は名称及び住所 

  二 その農地又は採草放牧地の所在、地番、地目及び面積 

  三 その農地若しくは採草放牧地の上に先取特権、質権若しくは抵当権がある場合又

はその農地若しくは採草放牧地につき所有権に関する仮登記上の権利若しくは仮処

分の執行に係る権利がある場合には、これらの権利の種類並びにこれらの権利を有

する者の氏名又は名称及び住所 

 ２ 農業委員会は、前項の書類を送付する場合において、買収すべき農地若しくは採草

放牧地の上に先取特権、質権若しくは抵当権があるとき又はその農地若しくは採草放

牧地につき所有権に関する仮登記上の権利若しくは仮処分の執行に係る権利があると

きは、これらの権利を有する者に対し、農林水産省令で定めるところにより、対価の

供託の要否を二十日以内に農林水産大臣に申し出るべき旨を通知しなければならない。 

  （買収令書の交付及び縦覧） 

 第九条 農林水産大臣は、前条第一項の規定により送付された書類に記載されたところ

に従い、遅滞なく（同条第二項の規定による通知をした場合には、同項の期間経過後

遅滞なく）、次に掲げる事項を記載した買収令書を作成し、これをその農地又は採草

放牧地の所有者に、その謄本をその農業委員会に交付しなければならない。 

  一 前条第一項各号に掲げる事項 

  二 買収の期日 

  三 対価 

  四 対価の支払の方法（次条第二項の規定により対価を供託する場合には、その旨） 

  五 その他必要な事項 

 ２ 農林水産大臣は、前項の規定による買収令書の交付をすることができない場合には、

その内容を公示して交付に代えることができる。 

 ３ 農業委員会は、買収令書の謄本の交付を受けたときは、遅滞なく、その旨を公示す

るとともに、その公示の日の翌日から起算して二十日間、その事務所でこれを縦覧に

供しなければならない。 

  （対価） 

 第十条 前条第一項第三号の対価は、政令で定めるところにより算出した額とする。 

 ２ 買収すべき農地若しくは採草放牧地の上に先取特権、質権若しくは抵当権がある場

合又はその農地若しくは採草放牧地につき所有権に関する仮登記上の権利若しくは仮

処分の執行に係る権利がある場合には、これらの権利を有する者から第八条第二項の

期間内に、その対価を供託しないでもよい旨の申出があつたときを除いて、国は、そ

の対価を供託しなければならない。 

 ３ 国は、前項に規定する場合のほか、次に掲げる場合にも対価を供託することができ

る。 

  一 対価の支払を受けるべき者が受領を拒み、又は受領することができない場合 



  二 過失がなくて対価の支払を受けるべき者を確知することができない場合 

  三 差押え又は仮差押えにより対価の支払の禁止を受けた場合 

 ４ 前二項の規定による対価の供託は、買収すべき農地又は採草放牧地の所在地の供託

所にするものとする。 

  （効果） 

 第十一条 国が買収令書に記載された買収の期日までにその買収令書に記載された対価

の支払又は供託をしたときは、その期日に、その農地又は採草放牧地の上にある先取

特権、質権及び抵当権並びにその農地又は採草放牧地についての所有権に関する仮登

記上の権利は消滅し、その農地又は採草放牧地についての所有権に関する仮処分の執

行はその効力を失い、その農地又は採草放牧地の所有権は国が取得する。 

 ２ 前項の規定により消滅する先取特権、質権又は抵当権を有する者は、前条第二項又

は第三項の規定により供託された対価に対してその権利を行うことができる。 

 ３ 国が買収令書に記載された買収の期日までにその買収令書に記載された対価の支払

又は供託をしないときは、その買収令書は、効力を失う。 

 ４ 第一項及び前項の規定の適用については、国が、会計法（昭和二十二年法律第三十

五号）第二十一条第一項の規定により、対価の支払に必要な資金を日本銀行に交付し

て送金の手続をさせ、その旨をその農地又は採草放牧地の所有者に通知したときは、

その通知が到達した時を国が対価の支払をした時とみなす。 

  （附帯施設の買収） 

 第十二条 第七条第一項の規定による買収をする場合において、農業委員会がその買収

される農地又は採草放牧地の農業上の利用のため特に必要があると認めるときは、国

は、その買収される農地又は採草放牧地の所有者の有する土地（農地及び採草放牧地

を除く。）、立木、建物その他の工作物又は水の使用に関する権利（以下「附帯施

設」という。）を併せて買収することができる。 

 ２ 第八条から前条までの規定は、前項の規定による買収をする場合に準用する。この

場合において、第八条第一項第二号中「その農地又は採草放牧地の所在、地番、地目

及び面積」とあるのは、「土地についてはその所在、地番、地目及び面積、立木につ

いてはその樹種、数量及び所在の場所、工作物についてはその種類及び所在の場所、

水の使用に関する権利についてはその内容」と読み替えるものとする。 

  （登記の特例） 

 第十三条 国が第七条第一項又は前条第一項の規定により買収をする場合の土地又は建

物の登記については、政令で、不動産登記法（平成十六年法律第百二十三号）の特例

を定めることができる。 

  第十五条の四第一項中「前条」を「第七条第一項」に改め、同条第二項中「関係者の

要求があるときは、」を「関係者に」に改め、同条を第十四条とする。 

  第十六条を削る。 



  第十七条中「第十条第二項（第十四条第二項（第十五条第二項、第十五条の三第十項

又は前条第二項で準用する場合を含む。以下この条において同じ。）、第十五条第二項、

第十五条の三第十項又は前条第二項で」を「第八条第二項（第十二条第二項において」

に、「第十一条（第十四条第二項、第十五条第二項、第十五条の三第十項又は前条第二

項で」を「第九条（第十二条第二項において」に改め、同条を第十五条とし、同条の次

に次の章名を付する。 

    第三章 利用関係の調整等 

  第十八条を第十六条とする。 

  第十九条中「世帯員」を「世帯員等」に、「第二条第六項」を「第二条第二項」に改

め、同条ただし書中「第七十五条の二から第七十五条の七までの規定によつて設定され

た草地利用権（その存続期間が更新されたものにあつては、その更新が第七十五条の七

第一項の規定又は同条第二項で準用する第七十五条の二第二項から第五項まで及び第七

十五条の三から第七十五条の六までの規定によつてされたものに限る。次条第一項第四

号で同様とする。）に係る賃貸借、」を「第三十七条から第四十条までの規定によつて

設定された第三十七条に規定する特定利用権に係る賃貸借及び」に、「第四条第三項第

一号」を「第四条第四項第一号」に改め、「及び同法第二十七条の五から第二十七条の

八までの規定によつて設定された同法第二十七条の五に規定する特定利用権に係る賃貸

借」を削り、同条を第十七条とする。 

  第二十条第一項第一号から第三号までの規定中「行なわれる」を「行われる」に改め、

同項第四号を次のように改める。 

  四 第三条第三項の規定の適用を受けて同条第一項の許可を受けて設定された賃借権

に係る賃貸借の解除が、賃借人がその農地又は採草放牧地を適正に利用していない

と認められる場合において、農林水産省令で定めるところによりあらかじめ農業委

員会に届け出て行われる場合 

  第二十条第一項第五号中「農業経営基盤強化促進法第二十七条の五から第二十七条の

八までの規定によつて設定された同法第二十七条の五」を「第三十七条から第四十条ま

での規定によつて設定された第三十七条」に、「同法第二十七条の十」を「第四十一

条」に改め、同項第六号を次のように改める。 

  六 農業経営基盤強化促進法第十九条の規定による公告があつた農用地利用集積計画

の定めるところによつて同法第十八条第二項第六号に規定する者に設定された賃借

権に係る賃貸借の解除が、その者がその農地又は採草放牧地を適正に利用していな

いと認められる場合において、農林水産省令で定めるところによりあらかじめ農業

委員会に届け出て行われる場合 

  第二十条第二項第四号中「世帯員」を「世帯員等」に、「行なう」を「行う」に改め、

同条第七項中「小作条件」を「賃貸借の条件」に改め、同条第八項中「特定法人が農業

経営基盤強化促進法第二十七条の十三第二項の協定に違反した場合に当該賃貸借の解除



をすることを内容とするもの」を「第三条第三項及び農業経営基盤強化促進法第十八条

第二項第六号に規定する条件」に改め、同条を第十八条とし、同条の次に次の一条を加

える。 

  （農地又は採草放牧地の賃貸借の存続期間） 

 第十九条 農地又は採草放牧地の賃貸借についての民法第六百四条（賃貸借の存続期

間）の規定の適用については、同条中「二十年」とあるのは、「五十年」とする。 

  第二十一条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「（借賃等の増額又は減額の請

求権）」を付し、同条第一項中「小作料の額が」を「借賃等（耕作の目的で農地につき

賃借権又は地上権が設定されている場合の借賃又は地代（その賃借権又は地上権の設定

に付随して、農地以外の土地についての賃借権若しくは地上権又は建物その他の工作物

についての賃借権が設定され、その借賃又は地代と農地の借賃又は地代とを分けること

ができない場合には、その農地以外の土地又は工作物の借賃又は地代を含む。）及び農

地につき永小作権が設定されている場合の小作料をいう。以下同じ。）の額が」に、

「小作料の額に」を「借賃等の額に」に、「小作料の額の」を「借賃等の額の」に改め、

同項ただし書中「小作料」を「借賃等」に改め、同条第二項及び第三項中「小作料」を

「借賃等」に改め、同条を第二十条とする。 

  第二十二条から第二十四条までを削る。 

  第二十五条の見出し中「及び通知」を削り、同条第一項中「小作料」を「借賃等」に、

「附随する」を「付随する」に改め、同条第二項を削り、同条を第二十一条とする。 

  第二十六条から第三十二条までを削る。 

  第三十三条第一項中「競売の」を「担保権の実行としての競売（その例による競売を

含む。以下単に「競売」という。）の」に改め、同条第二項中「第十二条第一項（第十

五条第二項で準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。）」を「第十条

第一項」に改め、同項第一号及び同条第三項中「第十二条第一項」を「第十条第一項」

に改め、同条を第二十二条とする。 

  第三十四条第一項中「国税滞納処分等により」を「国税徴収法（昭和三十四年法律第

百四十七号）による滞納処分（その例による滞納処分を含む。）により」に、「国税滞

納処分等を」を「当該滞納処分を」に、「第十二条第一項」を「第十条第一項」に改め、

同条を第二十三条とする。 

  第三十五条中「第三十三条又は前条」を「前二条」に改め、同条を第二十四条とする。 

  第三十六条から第四十三条までを削り、第四十三条の二を第二十五条とする。 

  第四十三条の三第一項中「第二十条第一項本文」を「第十八条第一項本文」に、「行

なう」を「行う」に、「聞かなければ」を「聴かなければ」に改め、同条を第二十六条

とし、第四十三条の四を第二十七条とする。 

  第四十三条の五第一項中「第四十三条の二第一項ただし書」を「第二十五条第一項た

だし書」に、「行なう」を「行う」に改め、同条を第二十八条とする。 



  第四十四条を削る。 

  第四十三条の六中「この節」を「第二十五条から前条まで」に改め、同条を第二十九

条とし、同条の次に次の一章及び章名を加える。 

    第四章 遊休農地に関する措置 

  （利用状況調査及び指導） 

 第三十条 農業委員会は、毎年一回、その区域内にある農地の利用の状況についての調

査（以下「利用状況調査」という。）を行わなければならない。 

 ２ 農業委員会は、必要があると認めるときは、いつでも利用状況調査を行うことがで

きる。 

 ３ 農業委員会は、前二項の規定による利用状況調査の結果、次の各号のいずれかに該

当する農地があるときは、その農地の所有者（その農地について所有権以外の権原に

基づき使用及び収益をする者がある場合には、その者及びその農地の所有者。第三十

二条において同じ。）に対し、当該農地の農業上の利用の増進を図るため必要な指導

をするものとする。 

  一 現に耕作の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的に供されないと見

込まれる農地 

  二 その農業上の利用の程度がその周辺の地域における農地の利用の程度に比し著し

く劣つていると認められる農地（前号に掲げる農地を除く。） 

 ４ 前項の規定は、第四条第一項又は第五条第一項の許可に係る農地その他農林水産省

令で定める農地については、適用しない。 

  （農業委員会に対する申出） 

 第三十一条 次に掲げる者は、前条第三項各号のいずれかに該当する農地があると認め

るときは、その旨を農業委員会に申し出て適切な措置を講ずべきことを求めることが

できる。 

  一 その農地の存する市町村の区域の全部又は一部をその地区の全部又は一部とする

農業協同組合、土地改良区その他の農林水産省令で定める農業者の組織する団体 

  二 その農地の周辺の地域において農業を営む者（その農地によつてその者の営農条

件に著しい支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められるものに限る。） 

 ２ 農業委員会は、前項の規定による申出があつたときは、当該農地についての利用状

況調査その他適切な措置を講じなければならない。 

  （遊休農地である旨の通知等） 

 第三十二条 農業委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、農林水産省令で定

めるところにより、当該農地の所有者に対し、当該農地が遊休農地である旨及び当該

農地が第三十条第三項各号のいずれに該当するかの別を通知するものとする。ただし、

過失がなくて通知を受けるべき遊休農地の所有者を確知することができないときは、

その旨を公告するものとする。 



  一 第三十条第三項の規定による指導をした場合においてもなお相当期間当該指導に

係る農地の農業上の利用の増進が図られない場合 

  二 第三十条第三項の規定による指導に係る農地につき所有権に関する仮登記上の権

利が設定されていることを理由にその農地の所有者が当該指導に従う意思がない旨

を表明したときその他その農地の農業上の利用の増進が図られないことが明らかで

あると認められる場合 

  三 その農地について第三十条第三項の規定による指導をすることができない場合 

  （遊休農地の農業上の利用に関する計画の届出） 

 第三十三条 前条の規定による通知を受けた遊休農地の所有者（当該遊休農地について

所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者がある場合には、その者。以下「所

有者等」という。）は、農林水産省令で定める事由に該当する場合を除き、当該通知

があつた日から起算して六週間以内に、農林水産省令で定めるところにより、当該通

知に係る遊休農地の農業上の利用に関する計画を農業委員会に届け出なければならな

い。 

 ２ 前項の規定による届出があつた場合において、当該届出に係る計画に当該遊休農地

の農業経営基盤強化促進法第四条第四項第一号に規定する利用権の設定等についてあ

つせんを受けたい旨の記載があるときは、同法第十三条第一項の農用地の所有者から

の申出があつたものとみなして、同条及び同法第十三条の二の規定を適用する。 

  （勧告） 

 第三十四条 農業委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該遊休農地の所

有者等に対し、相当の期限を定めて、当該遊休農地の農業上の利用の増進を図るため

に必要な措置を講ずべきことを勧告するものとする。 

  一 前条第一項の規定による届出に係る計画の内容が当該遊休農地の農業上の利用の

増進を図る上で適切でないと認める場合 

  二 前条第一項の規定による届出がない場合 

  三 前条第一項の規定による届出に係る計画に従つて当該遊休農地の農業上の利用が

行われていないと認める場合 

 ２ 農業委員会は、前項の規定による勧告をした場合において、必要があると認めると

きは、当該勧告を受けた者に対し、当該勧告に基づいて講じた措置について報告を求

めることができる。 

  （所有権の移転等の協議） 

 第三十五条 農業委員会は、第三十条第三項第一号に該当する農地について前条第一項

の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた者が当該勧告に従わないと

きは、当該勧告に係る遊休農地の所有権の移転又は賃借権の設定若しくは移転（以下

「所有権の移転等」という。）を希望する農地保有合理化法人、農地利用集積円滑化

団体又は特定農業法人（農業経営基盤強化促進法第二十三条第四項に規定する特定農



業法人をいう。）で農林水産省令で定める要件に該当するもの（以下「農地保有合理

化法人等」という。）のうちから所有権の移転等に関する協議を行う者を指定して、

その者が所有権の移転等に関する協議を行う旨を当該勧告を受けた遊休農地の所有者

等に通知するものとする。 

 ２ 前項の規定により協議を行う者として指定された農地保有合理化法人等は、同項の

規定による通知があつた日から起算して六週間を経過する日までの間、当該通知を受

けた者と当該通知に係る遊休農地の所有権の移転等に関する協議を行うことができる。

この場合において、当該通知を受けた者は、正当な理由がなければ、当該遊休農地の

所有権の移転等に関する協議を行うことを拒んではならない。 

 ３ 前項の規定による協議に係る遊休農地の所有権の移転等を受けた農地保有合理化法

人等は、当該遊休農地を含む周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な

利用の確保に資するよう当該遊休農地の農業上の利用の増進に努めるものとする。 

  （調停） 

 第三十六条 前条第二項の規定による協議が調わず、又は協議を行うことができないと

きは、同条第一項の規定による指定を受けた農地保有合理化法人等は、同項の規定に

よる通知があつた日から起算して二月以内に、農林水産省令で定めるところにより、

都道府県知事に対し、その協議に係る所有権の移転等につき必要な調停をなすべき旨

を申請することができる。 

 ２ 都道府県知事は、前項の規定による申請があつたときは、速やかに調停を行うもの

とする。 

 ３ 都道府県知事は、第一項の調停を行う場合には、当事者の意見を聴くとともに、前

条第一項の規定による指定をした農業委員会に対し、助言、資料の提供その他必要な

協力を求めて、調停案を作成しなければならない。 

 ４ 都道府県知事は、前項の規定により調停案を作成したときは、これを当事者に示し

てその受諾を勧告するものとする。 

  （裁定の申請） 

 第三十七条 都道府県知事が前条第四項の規定による勧告をした場合において、当該勧

告を受けた者が当該勧告があつた日から起算して二月以内に当該勧告に係る調停案の

受諾をしないときは、第三十五条第一項の規定による指定を受けた農地保有合理化法

人等は、当該勧告があつた日から起算して六月以内に、農林水産省令で定めるところ

により、都道府県知事に対し、当該勧告に係る遊休農地について、特定利用権（農地

についての耕作を目的とする賃借権をいう。以下同じ。）の設定に関し裁定を申請す

ることができる。 

  （意見書の提出） 

 第三十八条 都道府県知事は、前条の規定による申請があつたときは、農林水産省令で

定める事項を公告するとともに、当該申請に係る遊休農地の所有者等にこれを通知し、



二週間を下らない期間を指定して意見書を提出する機会を与えなければならない。 

 ２ 前項の意見書を提出する者は、その意見書において、その者の有する権利の種類及

び内容、その者が前条の規定による申請に係る遊休農地を現に耕作の目的に供してい

ない理由その他の農林水産省令で定める事項を明らかにしなければならない。 

 ３ 都道府県知事は、第一項の期間を経過した後でなければ、裁定をしてはならない。 

  （裁定） 

 第三十九条 都道府県知事は、第三十七条の規定による申請に係る遊休農地が現に耕作

の目的に供されておらず、かつ、前条第一項の意見書の内容その他当該遊休農地の利

用に関する諸事情を考慮して引き続き耕作の目的に供されないことが確実であると見

込まれる場合において、当該申請をした者が当該遊休農地をその者の利用計画に従つ

て利用に供することが当該遊休農地の農業上の利用の増進を図るため必要かつ適当で

あると認めるときは、その必要の限度において、特定利用権を設定すべき旨の裁定を

するものとする。 

 ２ 前項の裁定においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 

  一 特定利用権を設定すべき遊休農地の所在、地番、地目及び面積 

  二 特定利用権の内容 

  三 特定利用権の始期及び存続期間 

  四 借賃 

  五 借賃の支払の方法 

 ３ 第一項の裁定は、前項第一号から第三号までに掲げる事項については申請の範囲を

超えてはならず、同項第二号に掲げる事項についてはその遊休農地の性質によつて定

まる用方に従い利用することとなるものでなければならず、同項第三号に規定する存

続期間については五年を限度としなければならない。 

 ４ 都道府県知事は、第一項の裁定をしようとするときは、あらかじめ、都道府県農業

会議の意見を聴かなければならない。 

  （裁定の効果等） 

 第四十条 都道府県知事は、前条第一項の裁定をしたときは、農林水産省令で定めると

ころにより、遅滞なく、その旨を当該裁定の申請をした者及び当該申請に係る遊休農

地の所有者等に通知するとともに、これを公告しなければならない。当該裁定につい

ての審査請求に対する裁決によつて当該裁定の内容が変更されたときも、同様とする。 

 ２ 前条第一項の裁定について前項の規定による公告があつたときは、当該裁定の定め

るところにより、当該裁定の申請をした者と当該申請に係る遊休農地の所有者等との

間に特定利用権の設定に関する契約が締結されたものとみなす。 

 ３ 民法第二百七十二条ただし書（永小作権の譲渡又は賃貸の禁止）及び第六百十二条

（賃借権の譲渡及び転貸の制限）の規定は、前項の場合には、適用しない。 

  （特定利用権に係る賃貸借の解除） 



 第四十一条 前条第二項の規定により設定された特定利用権を有する者が正当な理由が

なく引き続き一年以上その特定利用権に係る遊休農地の全部又は一部をその目的に供

しなかつたときは、その特定利用権を設定した者は、その目的に供されていない遊休

農地につき、都道府県知事の承認を受けて、その特定利用権に係る賃貸借の解除をす

ることができる。 

  （特定利用権の譲渡等の禁止） 

 第四十二条 第四十条第二項の規定により設定された特定利用権を有する者は、その特

定利用権を譲り渡し、又はその特定利用権に係る遊休農地を貸し付けることができな

い。ただし、特定利用権を有する農地保有合理化法人又は農地利用集積円滑化団体が、

農地売買等事業により特定利用権に係る遊休農地を貸し付ける場合は、この限りでな

い。 

 ２ 民法第六百十二条（賃借権の譲渡及び転貸の制限）の規定は、前項ただし書の場合

には、適用しない。 

  （所有者等を確知することができない場合における遊休農地の利用） 

 第四十三条 第三十二条ただし書の規定による公告に係る遊休農地（第三十条第三項第

一号に該当する農地であつて、当該遊休農地の所有者等に対し第三十二条の規定によ

る通知がされなかつたものに限る。）を利用する権利の設定を希望する農地保有合理

化法人等は、当該公告があつた日から起算して六月以内に、農林水産省令で定めると

ころにより、都道府県知事に対し、当該遊休農地を利用する権利の設定に関し裁定を

申請することができる。 

 ２ 第三十九条の規定は、前項の裁定について準用する。この場合において、同条第一

項中「前条第一項の意見書の内容その他当該遊休農地」とあるのは「当該遊休農地」

と、同項及び同条第二項第一号から第三号までの規定中「特定利用権」とあるのは

「当該遊休農地を利用する権利」と、同項第四号中「借賃」とあるのは「借賃に相当

する補償金の額」と、同項第五号中「借賃」とあるのは「補償金」と読み替えるもの

とする。 

 ３ 都道府県知事は、第一項の裁定をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、

遅滞なく、その旨を当該裁定の申請をした者に通知するとともに、これを公告しなけ

ればならない。当該裁定についての審査請求に対する裁決によつて当該裁定の内容が

変更されたときも、同様とする。 

 ４ 第一項の裁定について前項の規定による公告があつたときは、当該裁定の定めると

ころにより、当該裁定の申請をした者は、当該遊休農地を利用する権利を取得する。 

 ５ 第一項の裁定の申請をした者は、当該裁定において定められた当該遊休農地を利用

する権利の始期までに、当該裁定において定められた補償金を当該遊休農地の所有者

等のために供託しなければならない。 

 ６ 前項の規定による補償金の供託は、当該遊休農地の所在地の供託所にするものとす



る。 

 ７ 第十六条及び前条第一項の規定は、第一項に規定する遊休農地を利用する権利につ

いて準用する。この場合において、第十六条第一項中「その登記がなくても、農地又

は採草放牧地の引渡があつた」とあるのは、「その設定を受けた者が当該遊休農地の

占有を始めた」と読み替えるものとする。 

  （措置命令） 

 第四十四条 市町村長は、第三十二条の規定による通知又は公告に係る遊休農地におけ

る病害虫の発生、土石その他これに類するものの堆
たい

積その他政令で定める事由により、

当該遊休農地の周辺の地域における営農条件に著しい支障が生じ、又は生ずるおそれ

があると認める場合には、必要な限度において、当該遊休農地の所有者等に対し、期

限を定めて、その支障の除去又は発生の防止のために必要な措置（以下この条におい

て「支障の除去等の措置」という。）を講ずべきことを命ずることができる。 

 ２ 前項の規定による命令をするときは、農林水産省令で定める事項を記載した命令書

を交付しなければならない。 

 ３ 市町村長は、第一項に規定する場合において、次の各号のいずれかに該当すると認

めるときは、自らその支障の除去等の措置の全部又は一部を講ずることができる。こ

の場合において、第二号に該当すると認めるときは、相当の期限を定めて、当該支障

の除去等の措置を講ずべき旨及びその期限までに当該支障の除去等の措置を講じない

ときは、自ら当該支障の除去等の措置を講じ、当該措置に要した費用を徴収する旨を、

あらかじめ、公告しなければならない。 

  一 第一項の規定により支障の除去等の措置を講ずべきことを命ぜられた遊休農地の

所有者等が、当該命令に係る期限までに当該命令に係る措置を講じないとき、講じ

ても十分でないとき、又は講ずる見込みがないとき。 

  二 第一項の規定により支障の除去等の措置を講ずべきことを命じようとする場合に

おいて、過失がなくて当該支障の除去等の措置を命ずべき遊休農地の所有者等を確

知することができないとき。 

  三 緊急に支障の除去等の措置を講ずる必要がある場合において、第一項の規定によ

り支障の除去等の措置を講ずべきことを命ずるいとまがないとき。 

 ４ 市町村長は、前項の規定により同項の支障の除去等の措置の全部又は一部を講じた

ときは、当該支障の除去等の措置に要した費用について、農林水産省令で定めるとこ

ろにより、当該遊休農地の所有者等に負担させることができる。 

 ５ 前項の規定により負担させる費用の徴収については、行政代執行法（昭和二十三年

法律第四十三号）第五条及び第六条の規定を準用する。 

    第五章 雑則 

  第四十五条から第七十七条までを削る。 

  第七十八条第一項を次のように改める。 



   国が第七条第一項若しくは第十二条第一項の規定により買収し、又は第二十二条第

一項若しくは第二十三条第一項の規定に基づく申出により買い取つた土地、立木、工

作物及び権利は、政令で定めるところにより、農林水産大臣が管理する。 

  第七十八条第二項を削り、同条第三項中「第一項の規定により農林水産大臣」を「前

項の規定により農林水産大臣」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を削り、同

条を第四十五条とし、同条の次に次の見出し及び一条を加える。 

  （売払い） 

 第四十六条 農林水産大臣は、前条第一項の規定により管理する農地及び採草放牧地に

ついて、農林水産省令で定めるところにより、その農地又は採草放牧地の取得後にお

いて耕作又は養畜の事業に供すべき農地又は採草放牧地のすべてを効率的に利用して

耕作又は養畜の事業を行うと認められる者、農地保有合理化法人、農地利用集積円滑

化団体その他の農林水産省令で定める者に売り払うものとする。ただし、次条の規定

により売り払う場合は、この限りでない。 

 ２ 前項の規定により売り払う農地又は採草放牧地について、その農業上の利用のため

第十二条第一項の規定により併せて買収した附帯施設があるときは、これをその農地

又は採草放牧地の売払いを受ける者に併せて売り払うものとする。 

  第七十九条を削る。 

  第八十条の見出しを削り、同条第一項中「第七十八条第一項」を「第四十五条第一

項」に改め、「自作農の創設又は」を削り、同条第二項を削り、同条を第四十七条とす

る。 

  第八十一条中「、漁業免許に関する登録の所管庁」及び「、使用、消滅請求、売渡し、

譲与」を削り、同条を第四十八条とする。 

  第八十二条第一項中「、使用」を削り、同条第二項中「証票」を「証明書」に、「利

害関係人から要求があつたときは、」を「利害関係人に」に、「呈示しなければ」を

「提示しなければ」に改め、同条を第四十九条とし、第八十三条を第五十条とする。 

  第八十三条の二中「該当する者」の下に「（以下この条において「違反転用者等」と

いう。）」を加え、「、第五条又は第七十三条」を「若しくは第五条」に、「をとるべ

き」を「（以下この条において「原状回復等の措置」という。）を講ずべき」に改め、

同条第一号中「、第五条第一項若しくは第七十三条第一項」を「若しくは第五条第一

項」に改め、同条第二号及び第四号中「、第五条第一項又は第七十三条第一項」を「又

は第五条第一項」に改め、同条に次の四項を加える。 

 ２ 前項の規定による命令をするときは、農林水産省令で定める事項を記載した命令書

を交付しなければならない。 

 ３ 農林水産大臣又は都道府県知事は、第一項に規定する場合において、次の各号のい

ずれかに該当すると認めるときは、自らその原状回復等の措置の全部又は一部を講ず

ることができる。この場合において、第二号に該当すると認めるときは、相当の期限



を定めて、当該原状回復等の措置を講ずべき旨及びその期限までに当該原状回復等の

措置を講じないときは、自ら当該原状回復等の措置を講じ、当該措置に要した費用を

徴収する旨を、あらかじめ、公告しなければならない。 

  一 第一項の規定により原状回復等の措置を講ずべきことを命ぜられた違反転用者等

が、当該命令に係る期限までに当該命令に係る措置を講じないとき、講じても十分

でないとき、又は講ずる見込みがないとき。 

  二 第一項の規定により原状回復等の措置を講ずべきことを命じようとする場合にお

いて、過失がなくて当該原状回復等の措置を命ずべき違反転用者等を確知すること

ができないとき。 

  三 緊急に原状回復等の措置を講ずる必要がある場合において、第一項の規定により

原状回復等の措置を講ずべきことを命ずるいとまがないとき。 

 ４ 農林水産大臣又は都道府県知事は、前項の規定により同項の原状回復等の措置の全

部又は一部を講じたときは、当該原状回復等の措置に要した費用について、農林水産

省令で定めるところにより、当該違反転用者等に負担させることができる。 

 ５ 前項の規定により負担させる費用の徴収については、行政代執行法第五条及び第六

条の規定を準用する。 

  第八十三条の二を第五十一条とし、同条の次に次の一条を加える。 

  （情報の提供等） 

 第五十二条 農業委員会は、農地の農業上の利用の増進及び農地の利用関係の調整に資

するため、農地の保有及び利用の状況、借賃等の動向その他の農地に関する情報の収

集、整理、分析及び提供を行うものとする。 

  第八十四条及び第八十四条の二を削る。 

  第八十五条第一項を次のように改める。 

   第九条第一項（第十二条第二項において準用する場合を含む。）の規定による買収

令書の交付についての異議申立て又は第三十九条第一項若しくは第四十三条第一項の

裁定についての審査請求においては、その対価、借賃又は補償金の額についての不服

をその処分についての不服の理由とすることができない。ただし、同項の裁定を受け

た者がその裁定に係る遊休農地の所有者等を確知することができないことにより第五

十五条第一項の訴えを提起することができない場合は、この限りでない。 

  第八十五条第二項から第五項までを削り、同条第六項中「、第五条第一項又は第七十

三条第一項」を「又は第五条第一項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第七項中

「第八条第一項又は第十五条の三第三項若しくは」を「第七条第二項又は」に改め、

「行政不服審査法」の下に「（昭和三十七年法律第百六十号）」を加え、同項を同条第

三項とし、同条第八項を同条第四項とし、同条を第五十三条とする。 

  第八十五条の二第二項中「第八十三条の二」を「第五十一条第一項」に改め、「行政

手続法」の下に「（平成五年法律第八十八号）」を加え、同条を第五十四条とする。 



  第八十五条の三第一項第一号中「第十一条第一項第三号（第十四条第二項、第十五条

第二項、第十五条の三第十項及び第十六条第二項で」を「第九条第一項第三号（第十二

条第二項において」に改め、同項第二号及び第三号を次のように改める。 

  二 第三十九条第二項第四号に規定する借賃 

  三 第四十三条第二項において読み替えて準用する第三十九条第二項第四号に規定す

る補償金 

  第八十五条の三第一項第四号から第七号までを削り、同条第二項を次のように改める。 

 ２ 前項第一号に掲げる対価の額についての同項の訴えにおいては国を、同項第二号に

掲げる借賃の額についての同項の訴えにおいては第三十七条の規定による申請をした

者又はその申請に係る遊休農地の所有者等を、同項第三号に規定する補償金の額につ

いての同項の訴えにおいては第四十三条第一項の規定による申請をした者又はその申

請に係る遊休農地の所有者等を、それぞれ被告とする。 

  第八十五条の三第三項中「、第三号又は第六号」及び「又は補償金」を削り、「第十

二条第二項（第十四条第二項、第十五条第二項、第十五条の三第十項及び第十六条第二

項で準用する場合を含む。）又は第五十一条第二項（第五十五条第四項、第五十六条第

三項、第五十八条第二項、第五十九条第五項及び第七十二条第四項で」を「第十条第二

項（第十二条第二項において」に、「第十二条第三項」を「第十条第三項」に改め、同

条第四項中「第十三条第二項」を「第十一条第二項」に改め、「又は補償金」を削り、

同条を第五十五条とする。 

  第八十六条ただし書中「（第三章の適用については、都道府県知事）」を削り、同条

を第五十六条とする。 

  第八十七条第一項中「第八条の規定による公示又は第九条、第十五条若しくは第十五

条の三」を「第七条第一項」に、「その公示又は」を「その」に、「都道府県知事」を

「農林水産大臣」に、「で準用する」を「において準用する」に改め、同条第二項中

「都道府県知事」を「農林水産大臣」に改め、同条を第五十七条とする。 

  第八十八条を削る。 

  第八十九条第一項中「第九十一条の三第二項各号」を「第六十三条第一項第三号及び

第七号並びに第二項各号」に改め、同条第二項中「第九十一条の三第一項第一号」を

「第六十三条第一項第一号」に改め、同条を第五十八条とし、同条の次に次の一条を加

える。 

  （是正の要求の方式） 

 第五十九条 農林水産大臣は、次に掲げる都道府県知事の事務の処理が農地又は採草放

牧地の確保に支障を生じさせていることが明らかであるとして地方自治法第二百四十

五条の五第一項の規定による求めを行うときは、当該都道府県知事が講ずべき措置の

内容を示して行うものとする。 

  一 第四条第一項の規定により都道府県知事が処理することとされている事務（同一



の事業の目的に供するため二ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為

に係るものを除く。） 

  二 第五条第一項の規定により都道府県知事が処理することとされている事務（同一

の事業の目的に供するため二ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放

牧地について第三条第一項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。） 

 ２ 農林水産大臣は、前項各号に掲げる都道府県知事の事務を地方自治法第二百五十二

条の十七の二第一項の条例の定めるところにより市町村が処理することとされた場合

において、当該市町村の当該事務の処理が農地又は採草放牧地の確保に支障を生じさ

せていることが明らかであるとして同法第二百四十五条の五第二項の指示を行うとき

は、当該市町村が講ずべき措置の内容を示して行うものとする。 

  第九十条第一項中「第二章第六節」を「第二十五条」に改め、同条を第六十条とする。 

  第九十一条第一項中「指定都市」の下に「（農業委員会等に関する法律第三十五条第

二項の規定により区ごとに農業委員会を置かないこととされたものを除く。）」を加え、

同条第二項を削り、同条を第六十一条とし、第九十一条の二を第六十二条とする。 

  第九十一条の三第一項中「（第七十八条第二項を除く。）」を削り、同項第一号中

「及び第三項」を「、第三項（同条第六項において準用する場合を含む。）及び第五

項」に改め、同項第二号中「の規定及び同条第三項」を「及び第四項の規定並びに同条

第三項及び第五項」に改め、同項第三号及び第四号を次のように改める。 

  三 第三十条第一項から第三項まで、第三十一条、第三十二条、第三十三条第一項、

第三十四条及び第三十五条第一項の規定により市町村が処理することとされている

事務 

  四 第四十四条の規定により市町村が処理することとされている事務 

  第九十一条の三第一項第五号中「第八十二条第一項」を「第四十九条第一項」に、

「第八十三条」を「第五十条」に改め、同項第六号中「第八十三条の二」を「第五十一

条」に改め、同項に次の一号を加える。 

  七 第五十二条の規定により市町村が処理することとされている事務 

  第九十一条の三第二項第一号中「第四条第一項第五号」を「第四条第一項第七号」に

改め、同項第二号中「第五条第一項第三号」を「第五条第一項第六号」に改め、同条を

第六十三条とし、同条の次に次の章名を付する。 

    第六章 罰則 

  第九十二条第一号中「、第二十条第一項（第三十二条で準用する場合を含む。次号に

おいて同じ。）又は第七十三条第一項」を「又は第十八条第一項」に改め、同条第二号

中「、第二十条第一項又は第七十三条第一項」を「又は第十八条第一項」に改め、同条

に次の一号を加える。 

  三 第五十一条第一項の規定による農林水産大臣又は都道府県知事の命令に違反した

者 



  第九十二条を第六十四条とする。 

  第九十三条中「次の各号のいずれかに該当する」を「第四十九条第一項の規定による

職員の調査、測量、除去又は移転を拒み、妨げ、又は忌避した」に改め、同条各号を削

り、同条を第六十五条とし、同条の次に次の一条を加える。 

 第六十六条 第四十四条第一項の規定による市町村長の命令に違反した者は、三十万円

以下の罰金に処する。 

  第九十四条中「従業者が」を「従業者が、」に、「関し前二条」を「関し、次の各号

に掲げる規定」に、「又は人に対して前二条」を「に対して当該各号に定める罰金刑を、

その人に対して各本条」に改め、同条に次の各号を加える。 

  一 第六十四条第一号若しくは第二号（これらの規定中第四条第一項又は第五条第一

項に係る部分に限る。）又は第三号 一億円以下の罰金刑 

  二 第六十四条（前号に係る部分を除く。）又は前二条 各本条の罰金刑 

  第九十四条を第六十七条とする。 

  第九十五条第一号中「第十五条の二第一項の規定による」を「第六条第一項の規定に

違反して、」に改め、同条第二号中「第二十五条第二項の規定による」を「第三十三条

第一項の規定に違反して、」に、「通知」を「届出」に改め、同条に次の一号を加える。 

  三 第三十四条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 

  第九十五条を第六十八条とし、同条の次に次の一条を加える。 

 第六十九条 第三条の三第一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした

者は、十万円以下の過料に処する。 

  附則第二項第一号中「除く」の下に「。次号において同じ」を加え、同項第三号を削

り、同項第二号中「除く」の下に「。次号において同じ」を加え、同号を同項第三号と

し、同項第一号の次に次の一号を加える。 

  二 同一の事業の目的に供するため二ヘクタールを超える農地を農地以外のものにす

る行為に係る第四条第五項の協議を成立させようとする場合 

  附則第二項に次の一号を加える。 

  四 同一の事業の目的に供するため二ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて

採草放牧地について第三条第一項本文に掲げる権利を取得する行為に係る第五条第

四項の協議を成立させようとする場合 

  別表を削る。 

 （農業経営基盤強化促進法の一部改正） 

第二条 農業経営基盤強化促進法（昭和五十五年法律第六十五号）の一部を次のように改

正する。 

  目次中「第三節 農地保有合理化支援法人（第十一条の二－第十一条の八）」を 

「 第三節 農地保有合理化支援法人（第十一条の二－第十一条の八）  

 第四節 農地利用集積円滑化団体（第十一条の九－第十一条の十三） 」 



 に、「第二十六条」を「第二十七条」に改め、 

「 第四章の二 遊休農地の農業上の利用の増進に関する措置（第二十七条－第

二十七条の十二） 

 

 第四章の三 特定法人貸付事業の実施（第二十七条の十三） 」 

 及び「・第四十条」を削る。 

  第四条第二項中「第七条第一項の承認を受けた法人（以下「農地保有合理化法人」と

いう。）」を「一般社団法人又は一般財団法人で農林水産省令で定める要件に該当する

もの」に改め、同項第一号中「第四項に規定する特定法人貸付事業を除く。」を削り、

同項第三号中「第七条第四項第二号」を「第七条第三項第二号及び第十一条の九第三項

第三号」に、「第二条第七項」を「第二条第三項」に改め、同項第四号中「その他の事

業」の下に「（以下「研修等事業」という。）」を加え、同条第四項を削り、同条第三

項第四号中「前三号」を「前各号」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号を同項

第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。 

  三 農地利用集積円滑化事業の実施を促進する事業 

  第四条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。 

 ３ この法律において「農地利用集積円滑化事業」とは、効率的かつ安定的な農業経営

を営む者に対する農用地の利用の集積の円滑化を図るため、この法律で定めるところ

により、次の各号に掲げる者が行う当該各号に定める事業をいう。 

  一 市町村、農業協同組合（農業協同組合法（昭和二十二年法律第百三十二号）第十

条第一項第二号及び第三号の事業を併せ行うものに限る。）又は一般社団法人若し

くは一般財団法人で農林水産省令で定める要件に該当するもの 次に掲げる事業 

   イ 農用地等の所有者の委任を受けて、その者を代理して農用地等について売渡し、

貸付け又は農業の経営若しくは農作業の委託を行う事業（当該委任に係る農用地

等の保全のための管理を行う事業を含む。以下「農地所有者代理事業」とい

う。） 

   ロ 農地売買等事業 

   ハ 研修等事業 

  二 前号に掲げる者以外の営利を目的としない法人（営利を目的としない法人格を有

しない団体であつて、代表者の定めがあり、かつ、その直接又は間接の構成員から

の委任のみに基づく農地所有者代理事業を行うことを目的とするものを含む。）で

農林水産省令で定める要件に該当するもの 農地所有者代理事業 

  第五条第二項第四号ロ中「（次条第三項において「農業振興地域」という。）」を削

り、「一般社団法人又は一般財団法人で農林水産省令で定める要件に該当するもの」を

「法人」に改め、同号ハを次のように改める。 

   ハ 農地利用集積円滑化事業の実施に関する基本的な事項 

  第五条第二項第四号ニを削る。 



  第六条第二項第三号中「目標」の下に「その他農用地の利用関係の改善に関する事

項」を加え、同項第五号を次のように改める。 

  五 農地利用集積円滑化事業に関する次に掲げる事項 

   イ 市町村の区域（都市計画法（昭和四十三年法律第百号）第七条第一項の市街化

区域と定められた区域で同法第二十三条第一項の規定による協議が調つたもの

（当該区域以外の区域に存する農用地と一体として農業上の利用が行われている

農用地の存する区域を除く。以下「市街化区域」という。）を除く。）の全部又

は一部を事業実施地域として農地利用集積円滑化事業を行う者に関する事項 

   ロ 農地利用集積円滑化事業の実施の単位として適当であると認められる区域の基

準その他農地利用集積円滑化事業の実施の基準に関する事項 

  第六条第二項第六号及び第三項を削り、同条中第四項を第三項とし、第五項を第四項

とし、同項の次に次の一項を加える。 

 ５ 市町村は、基本構想を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、農

業者、農業に関する団体その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ず

るものとする。 

  第七条第一項中「又は前条第三項の規定により基本構想に定められた者」を削り、同

条中第二項を削り、第三項を第二項とし、同条第四項第一号中「第五条第二項第四号ロ

に規定する法人にあつては」及び「、前条第三項に規定する者にあつては基本構想に」

を削り、同項を同条第三項とし、同条第五項を同条第四項とする。 

  第八条第一項中「農地保有合理化法人」を「前条第一項の承認を受けた法人（以下

「農地保有合理化法人」という。）」に改め、同条第二項中「前条第二項、第四項及び

第五項」を「前条第三項及び第四項」に、「同条第二項及び第五項」を「同項」に改め

る。 

  第九条中「（市町村を除く。次条第一項及び第十一条第一項において同じ。）」を削

る。 

  第十条第二項を削る。 

  第十一条第一項第一号中「第五条第二項第四号ロ又は第六条第三項に規定する法人」

を「第四条第二項に規定する一般社団法人又は一般財団法人」に改め、同項第三号中

「前条第一項」を「前条」に改める。 

  第十一条の八中「、第十条第一項及び第十一条の」を「から第十一条までの」に、「、

第十条第一項及び第十一条中」を「から第十一条までの規定中」に、「第十条第一項

中」を「第十条中」に、「第五条第二項第四号ロ又は第六条第三項に規定する法人」を

「第四条第二項に規定する一般社団法人又は一般財団法人」に改め、第二章中同条の次

に次の一節を加える。 

     第四節 農地利用集積円滑化団体 

  （農地利用集積円滑化事業規程） 



 第十一条の九 第四条第三項各号に掲げる者（市町村を除く。）は、第六条第六項の同

意を得た市町村（以下「同意市町村」という。）の区域（市街化区域を除く。）の全

部又は一部を事業実施地域として農地利用集積円滑化事業の全部又は一部を行おうと

するときは、農林水産省令で定めるところにより、農地利用集積円滑化事業の実施に

関する規程（以下「農地利用集積円滑化事業規程」という。）を定め、同意市町村の

承認を受けなければならない。 

 ２ 前項の農地利用集積円滑化事業規程においては、事業の種類、事業実施地域及び事

業の実施方法に関して農林水産省令で定める事項を定めるものとする。 

 ３ 同意市町村は、農地利用集積円滑化事業規程の内容が、次に掲げる要件に該当する

ものであるときは、第一項の承認をするものとする。 

  一 基本構想に適合するものであること。 

  二 事業実施地域の全部又は一部が既に農地利用集積円滑化事業を行つている者の事

業実施地域と重複することにより当該重複する地域における農用地の利用の集積を

図る上で支障が生ずるものでないこと。 

  三 第十二条第一項の認定を受けた者が当該認定に係る農業経営改善計画に従つて行

う農業経営の改善に資するよう農地利用集積円滑化事業を実施すると認められるこ

と。 

  四 その他農林水産省令で定める基準に適合するものであること。 

 ４ 同意市町村は、農地売買等事業に関する事項が定められた農地利用集積円滑化事業

規程について第一項の承認をしようとするときは、あらかじめ、農業委員会の決定を

経なければならない。 

 ５ 同意市町村は、第一項の承認を行つたときは、農林水産省令で定めるところにより、

遅滞なく、その旨並びに当該承認に係る農地利用集積円滑化事業の種類及び事業実施

地域を公告しなければならない。 

 第十一条の十 前条第一項の承認を受けた者は、農地利用集積円滑化事業規程の変更又

は廃止をしようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、同意市町村の承

認を受けなければならない。 

 ２ 前条第三項から第五項までの規定は前項の規定による変更の承認について、同条第

四項及び第五項の規定は前項の規定による廃止の承認について準用する。 

 第十一条の十一 同意市町村は、その区域（市街化区域を除く。）の全部又は一部を事

業実施地域として農地利用集積円滑化事業の全部又は一部を行おうとするときは、農

林水産省令で定めるところにより、農地利用集積円滑化事業規程を定めなければなら

ない。 

 ２ 前項の農地利用集積円滑化事業規程は、第十一条の九第三項各号に掲げる要件に該

当するものでなければならない。 

 ３ 同意市町村は、農地売買等事業に関する事項をその内容に含む農地利用集積円滑化



事業規程を定めようとするときは、あらかじめ、農業委員会の決定を経なければなら

ない。 

 ４ 同意市町村は、農地利用集積円滑化事業規程を定めたときは、農林水産省令で定め

るところにより、遅滞なく、その旨並びに当該農地利用集積円滑化事業規程で定めた

農地利用集積円滑化事業の種類及び事業実施地域を公告しなければならない。 

 ５ 第十一条の九第二項の規定は第一項の農地利用集積円滑化事業規程について、前二

項の規定は当該農地利用集積円滑化事業規程の変更又は廃止について準用する。 

  （委任の申込みに応ずる義務） 

 第十一条の十二 第十一条の九第一項の承認を受けた者又は農地利用集積円滑化事業規

程を定めた同意市町村（以下「農地利用集積円滑化団体」という。）であつて、農地

所有者代理事業を行うものは、その事業実施地域に存する農用地等の所有者からその

所有する農用地等について農地所有者代理事業に係る委任契約の申込みがあつたとき

は、正当な理由がなければ、当該委任契約の締結を拒んではならない。 

  （準用） 

 第十一条の十三 第九条から第十一条までの規定は、第十一条の九第一項の承認を受け

た者について準用する。この場合において、第九条から第十一条までの規定中「都道

府県知事」とあるのは「同意市町村」と、第九条及び第十条中「農地保有合理化事

業」とあるのは「農地利用集積円滑化事業」と、第十一条第一項中「第七条第一項」

とあるのは「第十一条の九第一項」と、同項第一号中「第四条第二項に規定する一般

社団法人又は一般財団法人」とあるのは「第四条第三項第一号に規定する農業協同組

合若しくは一般社団法人若しくは一般財団法人又は同項第二号に掲げる者（農地売買

等事業を行つている場合にあつては、当該農業協同組合又は一般社団法人若しくは一

般財団法人）」と読み替えるものとする。 

  第十二条の二第二項中「第十三条の三」を「第十四条」に改める。 

  第十三条第二項中「農地保有合理化事業」の下に「又は農地利用集積円滑化事業」を、

「農地保有合理化法人」の下に「又は農地利用集積円滑化団体」を加える。 

  第十三条の二第一項、第二項、第五項及び第六項中「農地保有合理化法人」の下に

「又は農地利用集積円滑化団体」を加える。 

  第十四条を削る。 

  第十三条の三中「第二条第七項第二号」を「第二条第三項第二号」に、「トに掲げる

者の有する議決権の」を「株式会社にあつては、チに掲げる者」に、「トに掲げる者

（」を「株式会社にあつては、チに掲げる者（」に、「同じ。）の有する議決権の」を

「同じ。）」に改め、同条を第十四条とする。 

  第十七条第二項中「都市計画法（昭和四十三年法律第百号）第七条第一項の市街化区

域と定められた区域で同法第二十三条第一項の規定による協議が調つたもの（当該区域

以外の区域に存する農用地と一体として農業上の利用が行われている農用地の存する区



域及び生産緑地法（昭和四十九年法律第六十八号）第三条第一項の規定による生産緑地

地区の区域を除く。以下「市街化区域」という。）」を「市街化区域」に改める。 

  第十八条第二項第二号中「利用権の設定等」の下に「（その者が利用権の設定等を受

けた後において行う耕作又は養畜の事業に必要な農作業に常時従事すると認められない

者（農業生産法人、農地保有合理化法人、農地利用集積円滑化団体、農業協同組合、農

業協同組合連合会その他政令で定める者を除く。第六号において同じ。）である場合に

は、賃借権又は使用貸借による権利の設定に限る。）」を加え、同項中第六号を第七号

とし、第五号の次に次の一号を加える。 

  六 第一号に規定する者が利用権の設定等を受けた後において行う耕作又は養畜の事

業に必要な農作業に常時従事すると認められない者である場合には、その者が賃借

権又は使用貸借による権利の設定を受けた後において農用地を適正に利用していな

いと認められる場合に賃貸借又は使用貸借の解除をする旨の条件 

  第十八条第三項第二号中「にあつては、イ及びハ」を「及び同項第六号に規定する者

にあつては、イ」に、「特定法人が特定法人貸付事業の実施によつて賃借権又は使用貸

借による権利の設定を受ける場合であつてこれらの権利の設定を受けた後においてイ及

びハに掲げる要件を備えることとなるとき、同意市町村又は農地保有合理化法人が特定

法人貸付事業の用に供するため利用権の設定等を受ける場合」を「農地利用集積円滑化

団体が農地売買等事業の実施によつて利用権の設定等を受ける場合」に改め、「行う農

業協同組合」の下に「又は農業協同組合連合会」を、「利用権の設定を受ける場合」の

下に「、同法第十一条の三十一第一項第一号に掲げる場合において農業協同組合又は農

業協同組合連合会が利用権の設定又は移転を受けるとき」を、「株主」の下に「（農地

法第二条第三項第二号チに掲げる者を除く。）」を加え、同号イ中「について」を「を

効率的に利用して」に改め、同号ハを削り、同項第三号に次のただし書を加える。 

    ただし、数人の共有に係る土地について利用権（その存続期間が五年を超えない

ものに限る。）の設定又は移転をする場合における当該土地について所有権を有す

る者の同意については、当該土地について二分の一を超える共有持分を有する者の

同意が得られていれば足りる。 

  第十八条第五項を次のように改める。 

 ５ 同意市町村は、次の各号に掲げる者が、当該各号に定める目的のために、農林水産

省令で定めるところにより第二項各号に掲げる事項の全部又は一部を示して農用地利

用集積計画を定めるべきことを申し出たときは、その申出の内容を勘案して農用地利

用集積計画を定めるものとする。 

  一 当該市町村の区域の全部又は一部をその事業実施地域とする農地利用集積円滑化

団体 その事業実施地域内の農用地の利用の集積を図る目的 

  二 第二十三条第一項の認定に係る農用地利用規程で定めるところに従い農用地利用

改善事業を行う団体又は当該市町村の区域の全部若しくは一部をその地区の全部若



しくは一部とする農業協同組合 その構成員又は組合員に係る農用地の利用関係の

改善を図る目的 

  三 当該市町村の区域の全部又は一部をその地区の全部又は一部とする土地改良区 

その地区内の土地改良法（昭和二十四年法律第百九十五号）第五十二条第一項又は

第八十九条の二第一項の換地計画に係る地域における農用地の集団化と相まつて農

用地の利用の集積を図る目的 

  第二十条の次に次の一条を加える。 

  （農用地利用集積計画の取消し等） 

 第二十条の二 同意市町村は、第十九条の規定による公告があつた農用地利用集積計画

の定めるところにより賃借権又は使用貸借による権利の設定を受けた第十八条第二項

第六号に規定する者がその農用地を適正に利用していないと認められるにもかかわら

ず、これらの権利を設定した者が賃貸借又は使用貸借の解除をしないときは、農業委

員会の決定を経て、農用地利用集積計画のうちこれらの権利の設定に係る部分を取り

消さなければならない。 

 ２ 同意市町村は、前項の規定による取消しをしたときは、農林水産省令で定めるとこ

ろにより、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。 

 ３ 前項の規定による公告があつたときは、第一項の賃貸借又は使用貸借は解除された

ものとみなす。 

  第二十三条第四項中「農業生産法人」を「農業経営を営む法人」に改め、同条第十項

中「及び農地保有合理化法人」を「、農地保有合理化法人及び農地利用集積円滑化団

体」に改める。 

  第四章の二を削る。 

  第四章中第二十六条を第二十七条とし、第二十五条を削り、第二十四条を第二十六条

とし、第二十三条の三を第二十五条とする。 

  第二十三条の二の前の見出しを削り、同条第一項中「農業生産法人」を「農業経営を

営む法人」に改め、同条を第二十四条とし、同条の前に見出しとして「（農用地利用規

程の変更等）」を付する。 

  第四章の三を削る。 

  第三十四条第一項中「第四条第二項第四号に掲げる事業」を「研修等事業」に改める。 

  第三十七条中「及び農地保有合理化法人」を「、農地保有合理化法人及び農地利用集

積円滑化団体」に改め、「なるよう、」の下に「必要な情報交換を行うなどして」を加

える。 

  第三十八条中「第五項」を「第四項」に改め、「、第二十七条の四、第二十七条の五、

第二十七条の六第一項、第二十七条の七第一項及び第四項、第二十七条の八第一項、第

二十七条の十」を削る。 

  第三十九条を削る。 



  第四十条中「次の各号のいずれかに該当する」を「第十三条の二第五項の規定に違反

して同項に規定する期間内に農用地を譲り渡した」に改め、同条各号を削り、第六章中

同条を第三十九条とする。 

 （農業振興地域の整備に関する法律の一部改正） 

第三条 農業振興地域の整備に関する法律（昭和四十四年法律第五十八号）の一部を次の

ように改正する。 

  目次中「・第五条」を「－第五条の三」に改める。 

  第三条の二第二項第一号中「農用地等」を「確保すべき農用地等の面積の目標その他

の農用地等」に改め、同項中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に

次の一号を加える。 

  二 都道府県において確保すべき農用地等の面積の目標の設定の基準に関する事項 

  第三条の二第三項中「意見を」の下に「聴くとともに、前項第二号に掲げる事項に係

る部分については都道府県知事の意見を」を加える。 

  第四条第二項第一号中「農用地等」を「確保すべき農用地等の面積の目標その他の農

用地等」に改める。 

  第二章中第五条の次に次の二条を加える。 

  （確保すべき農用地等の面積の目標の達成状況に関する資料の提出の要求等） 

 第五条の二 農林水産大臣は、毎年、都道府県に対し、当該都道府県の農業振興地域整

備基本方針に定める確保すべき農用地等の面積の目標の達成状況について、地方自治

法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百四十五条の四第一項の規定による資料の提

出の求めを行うものとする。 

 ２ 農林水産大臣は、毎年、前項の規定により提出を受けた資料により把握した目標の

達成状況を公表するものとする。 

  （農用地等の確保を図るための是正の要求の方式） 

 第五条の三 農林水産大臣は、前条第一項の規定により提出を受けた資料により把握し

た目標の達成状況が著しく不十分であると認める場合において、次に掲げる都道府県

知事の事務の処理が農用地等の確保に支障を生じさせていることが明らかであるとし

て地方自治法第二百四十五条の五第一項の規定による求めを行うときは、当該都道府

県知事が講ずべき措置の内容を示して行うものとする。 

  一 次条第一項の規定による指定に関する事務 

  二 第七条第一項の規定による変更又は解除に関する事務 

  三 第八条第四項（第十三条第四項において準用する場合を含む。）の規定による同

意に関する事務 

  四 第十三条第三項の規定による指示に関する事務 

  第十三条第二項中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号

を加える。 



  三 当該変更により、農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に

対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないと認められること。 

  第十三条の五中「、第百十条」を削る。 

  第十五条の二第一項第一号中「地方公共団体が」の下に「、道路、農業用用排水施設

その他の地域振興上又は農業振興上の必要性が高いと認められる施設であつて農林水産

省令で定めるものの用に供するために」を加え、同項第三号中「、第五条第一項又は第

七十三条第一項」を「又は第五条第一項」に改め、同項第三号の二中「第四条第三項第

一号」を「第四条第四項第一号」に改め、同条に次の二項を加える。 

 ７ 国又は地方公共団体が農用地区域内において開発行為（第一項各号のいずれかに該

当する行為を除く。）をしようとする場合においては、国又は地方公共団体と都道府

県知事との協議が成立することをもつて同項の許可があつたものとみなす。 

 ８ 第六項の規定は、前項の協議を成立させようとする場合について準用する。 

  第十七条中「、第五条第一項及び第七十三条第一項」を「及び第五条第一項」に改め

る。 

 （農業協同組合法の一部改正） 

第四条 農業協同組合法（昭和二十二年法律第百三十二号）の一部を次のように改正する。 

  第十条第一項第一号中「第五項」を「第九項」に改め、同条第三項第一号中「第十一

条の三十一第一項第二号」を「第十一条の三十一第一項第一号及び第三号」に改める。 

  第十一条の三十一第一項中「、効率的かつ安定的な農業経営を育成するため」を削り、

同項第二号中「前号」を「前二号」に、「と認められる」を「場合として農林水産省令

で定める」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号中「農地保有合理化法人（」を

「効率的かつ安定的な農業経営を育成するため、農地利用集積円滑化団体（」に、「第

四条第二項に規定する農地保有合理化法人」を「第十一条の十二に規定する農地利用集

積円滑化団体」に改め、「。以下同じ」を削り、「同項第四号」を「同法第四条第三項

第一号ハ」に改め、同号を同項第二号とし、同号の前に次の一号を加える。 

  一 当該組合の地区内にある農地又は採草放牧地のうち、当該農地又は採草放牧地の

保有及び利用の現況及び将来の見通しからみて、当該農地又は採草放牧地の農業上

の利用の増進を図るためには組合が自ら農業の経営を行うことが相当と認められる

ものについて農業の経営を行う場合 

  第十一条の三十一第三項中「又は総会員」及び「又は同条第二項第二号若しくは第三

号の規定による会員」を削り、「第五項」を「以下この条」に改め、「同じ。）」の下

に「又は総会員（第十二条第二項第二号又は第三号の規定による会員を除く。第九項に

おいて同じ。）」を加え、同条第五項中「前二項」を「第三項又は第四項」に改め、同

条第四項の次に次の四項を加える。 

   組合員（第十二条第一項第二号から第四号までの規定による組合員を除く。第七項

及び第八項において同じ。）の総数が農林水産省令で定める数を超える農業協同組合



にあつては、前二項の規定にかかわらず、これらの規定による同意を要しない。 

   前項に規定する農業協同組合が同項の規定により第三項又は第四項の規定による同

意を得ないで農業の経営を行う場合には、当該農業協同組合の総会に総組合員の半数

以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による議決を経なければならない。 

   第五項に規定する農業協同組合が前項の規定により議決をした場合には、当該議決

をした日から二週間以内に、当該議決の内容を公告し、又は組合員に通知しなければ

ならない。 

   第五項に規定する農業協同組合の総組合員の六分の一以上の組合員が前項の規定に

よる公告又は通知の日から二週間以内に当該農業協同組合に対し書面をもつて農業の

経営に反対の意思の通知を行つたときは、第五項の規定により第三項又は第四項の規

定による同意を得ないで農業の経営を行うことはできない。 

  第七十二条の十第一項第三号中「前号に掲げる者を除く」を「同法第八条第一項に規

定する農地保有合理化法人をいう」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

 一 附則第四十三条の規定 公布の日 

 二 附則第四十条の規定 行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

（平成二十一年法律第▼▼▼号）の公布の日又はこの法律の施行の日（以下「施行

日」という。）のいずれか遅い日 

 （権利移動及び転用の制限に関する経過措置） 

第二条 第一条の規定による改正前の農地法（以下「旧農地法」という。）第三条第一項

の規定又はこの規定に基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為は、第一

条の規定による改正後の農地法（以下「新農地法」という。）第三条第一項の規定又は

この規定に基づく命令の相当規定によってしたものとみなす。 

２ この法律の施行前にされた旧農地法第三条第一項の許可の申請であって、この法律の

施行の際、許可又は不許可の処分がされていないものについての許可又は不許可の処分

については、なお従前の例による。 

３ 新農地法第三条の三第一項の規定は、この法律の施行後に農地又は採草放牧地につい

て新農地法第三条第一項本文に掲げる権利を取得した者について適用する。 

４ この法律の施行の際現に国又は都道府県が農地を農地以外のものにする行為に着手し

ているときは、当該行為については、新農地法第四条第一項本文及び第五項の規定は、

適用しない。 

５ この法律の施行前に旧農地法第七条第一項第四号の指定を受けた小作地（旧農地法第

二条第二項に規定する小作地をいう。以下同じ。）についての農地の転用の制限につい



ては、なお従前の例による。 

 （小作地等の買収に関する経過措置） 

第三条 この法律の施行前にされた旧農地法第八条第一項の規定による公示に係る小作地

のその公示に係る買収については、なお従前の例による。 

２ この法律の施行前にされた旧農地法第十四条第二項（旧農地法第十五条第二項、第十

五条の三第十項及び第十六条第二項において準用する場合を含む。）又は第十五条第二

項において準用する旧農地法第十一条第一項又は第二項の規定による買収令書の交付又

はその交付に代わる公示に係る土地、立木、工作物又は水の使用に関する権利のその買

収令書の交付又はその交付に代わる公示に係る買収については、なお従前の例による。 

３ この法律の施行前にされた旧農地法第十五条の三第三項の規定による公示に係る農地

又は採草放牧地のその公示に係る買収については、なお従前の例による。 

４ この法律の施行前にされた旧農地法第十六条第一項の規定による申出に係る農地又は

採草放牧地のその申出に係る買収については、なお従前の例による。 

 （利用関係の調整に関する経過措置） 

第四条 この法律の施行前に定められ、又は変更された旧農地法第二条第九項に規定する

小作料については、旧農地法第二十二条の規定は、なおその効力を有する。 

２ この法律の施行前に旧農地法第二十六条第一項（旧農地法第三十一条において準用す

る場合を含む。以下同じ。）の承認の申請があった場合における同項に規定する利用権

の設定については、なお従前の例による。 

３ この法律の施行前に旧農地法第二十六条第一項の承認を受けてする協議が調ったこと

（旧農地法第三十条第二項（旧農地法第三十一条において準用する場合を含む。）の規

定により協議が調ったものとみなされる場合を含む。）により設定された旧農地法第二

十六条第一項に規定する利用権（前項の規定によりなお従前の例によりこの法律の施行

後に設定された利用権を含む。）については、なお従前の例による。 

４ この法律の施行前に締結された旧農地法第三十二条に規定する契約に係る利用権の保

護については、なお従前の例による。 

 （農地等の売渡しに関する経過措置） 

第五条 この法律の施行前に旧農地法第三十七条の規定により買受申込書の提出があった

場合における農地又は採草放牧地及び当該農地又は採草放牧地の附帯施設（旧農地法第

三十六条第二項に規定する附帯施設をいう。以下同じ。）の売渡しについては、なお従

前の例による。 

 （未墾地等の買収、売渡し等に関する経過措置） 

第六条 この法律の施行前に旧農地法第五十四条第二項の規定により設定されたものとみ

なされた地役権については、なお従前の例による。 

２ この法律の施行前に旧農地法第六十一条の規定により売り渡された土地、立木、工作

物又は権利（以下「土地等」という。）の対価の支払が終了していない場合の当該対価



の支払及び徴収については、なお従前の例による。 

３ この法律の施行前に旧農地法第六十一条の規定により売り渡された土地等の検査及び

買戻しについては、旧農地法第七十一条及び第七十二条の規定並びに同条第四項におい

て準用する旧農地法第五十条第二項及び第三項、第五十一条第二項及び第三項並びに第

五十二条から第五十五条までの規定並びに附則第二十四条の規定による改正前の土地改

良法（昭和二十四年法律第百九十五号）第百十条第三項（同法第百十一条、第三条の規

定による改正前の農業振興地域の整備に関する法律（以下「旧農振法」という。）第十

三条の五、附則第二十九条の規定による改正前の農住組合法（昭和五十五年法律第八十

六号）第十一条、附則第三十条の規定による改正前の集落地域整備法（昭和六十二年法

律第六十三号）第十二条及び附則第三十条の規定による改正前の市民農園整備促進法

（平成二年法律第四十四号）第六条において準用する場合を含む。）の規定は、なおそ

の効力を有する。 

４ この法律の施行前に旧農地法第六十一条の規定により売り渡された土地等の処分の制

限及び当該制限についての違反に対する処分については、なお従前の例による。 

５ この法律の施行前に旧農地法第六十一条の規定により売り渡された土地であって農地

又は採草放牧地であるものについては、旧農地法第六十七条第一項第六号の時期到来後

三年を経過するまでは、新農地法第三条、第三条の三及び第五条の規定は、適用しない。 

６ この法律の施行の際現に旧農地法第六十一条各号に該当している土地等（第三項の規

定によりなおその効力を有することとされる旧農地法第七十二条の規定によりこの法律

の施行後に買収した土地等を含む。）の譲与については、なお従前の例による。 

７ 旧農地法第七十五条に規定する開墾その他開発のためにする行為についての他の法令

の制限又は禁止の規定の適用除外については、なお従前の例による。 

 （草地利用権に関する経過措置） 

第七条 この法律の施行前に旧農地法第七十五条の二第一項又は第七十五条の七第一項の

承認の申請があった場合における旧農地法第七十五条の二第一項に規定する草地利用権

（以下「草地利用権」という。）の設定又は存続期間の更新等については、なお従前の

例による。 

２ この法律の施行前に旧農地法第七十五条の二第一項又は第七十五条の七第一項の承認

を受けてする協議が調ったこと（旧農地法第七十五条の六第二項（旧農地法第七十五条

の七第二項において準用する場合を含む。）の規定により協議が調ったものとみなされ

る場合を含む。）により設定された草地利用権（前項の規定によりなお従前の例により

この法律の施行後に設定され、又はその存続期間が更新された草地利用権を含む。）に

ついては、なお従前の例による。 

 （買収した土地等の管理及び売払いに関する経過措置） 

第八条 この法律の施行の際現に旧農地法第七十八条第一項の規定により農林水産大臣が

管理している土地等（附則第三条の規定によりなお従前の例によりこの法律の施行後に



買収した土地等及び附則第六条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる

旧農地法第七十二条の規定によりこの法律の施行後に買収した土地等を含む。）の管理

については、なお従前の例による。 

２ 前項の規定によりなお従前の例により管理する土地等については、附則第五条の規定

によりなお従前の例により売り渡す場合又は第四項の規定によりなおその効力を有する

ものとされる旧農地法第八十条の規定により売り払い、若しくはその所管換若しくは所

属替をする場合を除き、新農地法第四十六条の規定の例により売り払うものとする。 

３ 前項の場合において、売り払うべき農地又は採草放牧地が旧農地法第三十六条第一項

第一号に規定する土地であり、農林水産省令で定めるところにより、同号に掲げる者が

その買受けを希望したときは、農林水産大臣は、当該農地又は採草放牧地及び当該農地

又は採草放牧地の附帯施設を、その者に売り払わなければならない。 

４ 第一項の規定によりなお従前の例により管理する土地等の売払い並びに所管換及び所

属替並びに公共用又は公用への転用については、旧農地法第八十条の規定及び附則第二

十条の規定により廃止された国有農地等の売払いに関する特別措置法（昭和四十六年法

律第五十号）の規定（これらの規定に基づく命令の規定を含む。）は、なおその効力を

有する。この場合において、旧農地法第八十条第一項中「第七十八条第一項の規定によ

り」とあるのは「農地法等の一部を改正する法律（平成二十一年法律第▼▼▼号）附則

第八条第一項の規定によりなお従前の例により」と、「自作農の創設又は土地」とある

のは「土地」と、同条第二項中「もの」とあるのは「もの（農地法等の一部を改正する

法律附則第三条第一項又は第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合に

おける同法第一条の規定による改正前の第九条又は第十四条の規定により買収したもの

を含む。）」とする。 

５ 第二項の規定により新農地法第四十六条の規定の例によることとされる土地等の売払

い又は前項の規定によりなおその効力を有することとされる旧農地法第八十条の規定に

よる土地等の売払いによって農地又は採草放牧地の所有権が移転される場合は、新農地

法第三条及び第三条の三の規定は、適用しない。 

 （不服申立てに関する経過措置） 

第九条 この法律の施行前にされた旧農地法の規定による処分又はこの附則の規定により

なお従前の例によりこの法律の施行後にされた処分に係る行政不服審査法（昭和三十七

年法律第百六十号）による不服申立てについては、なお従前の例による。 

 （対価等の額の増減の訴えに関する経過措置） 

第十条 旧農地法第八十五条の三第一項各号に掲げる対価、借賃又は補償金の額の増減の

訴えについては、なお従前の例による。 

 （農業経営基盤強化促進基本方針等に関する経過措置） 

第十一条 この法律の施行前に第二条の規定による改正前の農業経営基盤強化促進法（以

下「旧基盤強化法」という。）第五条の規定により定められ、又は変更された農業経営



基盤の強化の促進に関する基本方針は、施行日から起算して三月を経過する日（その日

までに第二条の規定による改正後の農業経営基盤強化促進法（以下「新基盤強化法」と

いう。）第五条の規定により定められ、又は変更されたときは、その定められ、又は変

更された日）までの間は、新基盤強化法第五条の規定により定められ、又は変更された

農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針とみなす。 

２ この法律の施行前にされた旧基盤強化法第六条第六項の同意に係る農業経営基盤の強

化の促進に関する基本的な構想（以下「旧基本構想」という。）は、施行日から、新基

盤強化法第五条の規定により農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針が定められ、

又は変更された日から起算して三月を経過する日（その日までに新基盤強化法第六条の

規定により農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想が定められ、又は変更され

たときは、その定められ、又は変更された日）までの間は、新基盤強化法第六条第六項

の同意に係る農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想（以下「新基本構想」と

いう。）とみなす。 

 （農地保有合理化事業に関する経過措置） 

第十二条 この法律の施行の際現に旧農地売買等事業（旧基盤強化法第四条第二項第一号

に規定する農地売買等事業をいう。以下同じ。）又は同項第四号に掲げる事業を行って

いる旧市町村農地保有合理化法人（旧基盤強化法第七条第一項の承認を受けた法人（旧

基盤強化法第六条第三項の規定により旧基本構想に定められた者に限る。）をいう。以

下同じ。）が行うこれらの事業の実施については、施行日から、新基本構想が定められ、

又は新基本構想とみなされた旧基本構想が変更された日から起算して三月を経過する日

（その日までに当該旧市町村農地保有合理化法人（市町村を除く。）が新基盤強化法第

十一条の九第一項の規定により新農地売買等事業（新基盤強化法第四条第二項第一号に

規定する農地売買等事業をいう。以下同じ。）に関する事項が定められた農地利用集積

円滑化事業規程（新基盤強化法第十一条の九第一項に規定する農地利用集積円滑化事業

規程をいう。以下同じ。）の承認を受けたとき、又はその日までに当該旧市町村農地保

有合理化法人（市町村に限る。）が新基盤強化法第十一条の十一第一項の規定により新

農地売買等事業に関する事項をその内容に含む農地利用集積円滑化事業規程を定めたと

きは、その承認を受けた日又はその定めた日）までの間は、なお従前の例による。 

２ 旧市町村農地保有合理化法人がこの法律の施行前に引受けを行った信託に係る旧基盤

強化法第四条第二項第二号及び第二号の二に掲げる事業並びに旧市町村農地保有合理化

法人がこの法律の施行前に行った出資に係る同項第三号に掲げる事業の実施については、

なお従前の例による。 

３ 前二項の規定によりなお従前の例により旧市町村農地保有合理化法人が行う旧農地売

買等事業並びに旧基盤強化法第四条第二項第二号及び第二号の二に掲げる事業について

の農地法による農地又は採草放牧地の権利移動の制限については、なお従前の例による。 

４ この法律の施行前に旧基盤強化法第四条第二項第三号に掲げる事業に係る出資を行っ



た旧市町村農地保有合理化法人（市町村及び農業協同組合を除く。）は、その出資に伴

い付与される持分又は株式を保有している間、新農地法第二条第三項の規定の適用につ

いては、同項第二号ヘに掲げる農地保有合理化法人とみなす。 

５ この法律の施行前に農事組合法人に旧基盤強化法第四条第二項第三号に掲げる事業に

係る出資を行った旧市町村農地保有合理化法人（農業協同組合を除く。）は、その出資

に伴い付与される持分を保有している間、第四条の規定による改正後の農業協同組合法

（以下「新農協法」という。）第七十二条の十第一項の規定の適用については、同項第

三号に掲げる農地保有合理化法人とみなす。 

 （遊休農地の農業上の利用の増進に関する措置に関する経過措置） 

第十三条 この法律の施行前にされた旧基盤強化法第二十七条第一項の規定による指導に

係る同条第二項及び旧基盤強化法第二十七条の二から第二十七条の五までの規定による

要請、勧告、調停、裁定の申請その他の行為については、なお従前の例による。 

２ 前項の規定によりなお従前の例によることとされる調停に係る調停案の受諾に伴う旧

基盤強化法第四条第三項第一号の権利の設定又は移転についての農地法による農地の権

利移動の制限については、なお従前の例による。 

３ この法律の施行前に旧基盤強化法第二十七条の五の申請があった場合（第一項の規定

によりなお従前の例によりこの法律の施行後に当該申請があった場合を含む。）におけ

る同条に規定する特定利用権（以下「特定利用権」という。）の設定については、なお

従前の例による。 

４ この法律の施行前に設定された特定利用権（前項の規定によりなお従前の例によりこ

の法律の施行後に設定されたものを含む。）については、なお従前の例による。 

５ 前項の規定によりなお従前の例によることとされる特定利用権についての農地法によ

る農地の権利移動の制限並びに賃貸借の更新及び解約等の制限については、なお従前の

例による。 

６ この法律の施行前にした旧基盤強化法第二十七条の十二第一項の規定による命令に係

る市町村長による支障の除去等の措置及び当該措置に係る費用の徴収については、なお

従前の例による。 

 （特定法人貸付事業に関する経過措置） 

第十四条 この法律の施行の際現に行われている旧基盤強化法第四条第四項に規定する特

定法人貸付事業（以下「特定法人貸付事業」という。）の実施については、なお従前の

例による。 

２ 前項の規定によりなお従前の例によることとされる特定法人貸付事業についての農地

法による賃貸借の解約等の制限については、なお従前の例による。 

 （農用地等の確保等に関する基本指針等に関する経過措置） 

第十五条 この法律の施行前に旧農振法第三条の二又は第三条の三の規定により定められ、

又は変更された農用地等の確保等に関する基本指針は、施行日から起算して六月を経過



する日（その日までに第三条の規定による改正後の農業振興地域の整備に関する法律

（以下「新農振法」という。）第三条の二又は第三条の三の規定により定められ、又は

変更されたときは、その定められ、又は変更された日）までの間は、新農振法第三条の

二又は第三条の三の規定により定められ、又は変更された農用地等の確保等に関する基

本指針とみなす。 

２ この法律の施行前に旧農振法第四条又は第五条の規定により定められ、又は変更され

た農業振興地域整備基本方針は、施行日から、新農振法第三条の二又は第三条の三の規

定により農用地等の確保等に関する基本指針が定められ、又は変更された日から起算し

て六月を経過する日（その日までに新農振法第四条又は第五条の規定により農業振興地

域整備基本方針が定められ、又は変更されたときは、その定められ、又は変更された

日）までの間は、新農振法第四条又は第五条の規定により定められ、又は変更された農

業振興地域整備基本方針とみなす。 

３ 新農振法第五条の二の規定は、新農振法第四条又は第五条の規定により農業振興地域

整備基本方針が定められ、又は変更された日の属する年の翌年以後の年に係る達成状況

について適用する。 

 （国又は地方公共団体の行う開発行為に関する経過措置） 

第十六条 この法律の施行の際現に国又は地方公共団体が着手している開発行為（新農振

法第十五条の二第一項に規定する開発行為をいう。）については、同項本文及び同条第

七項の規定は、適用しない。 

 （農業協同組合等の農業の経営に関する経過措置） 

第十七条 この法律の施行の際現に農業の経営（第四条の規定による改正前の農業協同組

合法（以下「旧農協法」という。）第十一条の三十一第一項第一号に掲げる場合に行わ

れるものに限る。）を行っている農業協同組合は、附則第十二条第一項の規定によりな

お従前の例により旧基盤強化法第四条第二項第四号に掲げる事業を実施している間は、

なお従前の例により当該農業の経営及びこれに附帯する事業を行うことができる。 

２ 前項の規定によりなお従前の例により農業の経営を行う農業協同組合が、新基盤強化

法第四条第三項第一号ハに掲げる事業に関する事項が定められた農地利用集積円滑化事

業規程の承認を受けたときは、当該農業協同組合が行っている農業の経営は、新農協法

第十一条の三十一第一項第二号に掲げる場合に行う同条第三項又は第四項の規定による

同意を得た農業の経営とみなす。 

３ この法律の施行の際現に行われている農業の経営（旧農協法第十一条の三十一第一項

第二号に掲げる場合に行われるものに限る。）は、新農協法第十一条の三十一第一項第

三号に掲げる場合に行う同条第三項又は第四項の規定による同意を得た農業の経営とみ

なす。 

 （罰則に関する経過措置） 

第十八条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によるこ



ととされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、

なお従前の例による。 

 （検討） 

第十九条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、新農地法及び新農振法の施行の

状況等を勘案し、国と地方公共団体との適切な役割分担の下に農地の確保を図る観点か

ら、新農地法第四条第一項及び第五条第一項の許可に関する事務の実施主体の在り方、

農地の確保のための施策の在り方等について検討を加え、必要があると認めるときは、

その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

２ 政府は、前項に規定するもののほか、この法律の施行後五年を目途として、新農地法、

新基盤強化法、新農振法及び新農協法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるとき

は、これらの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずる

ものとする。 

 （国有農地等の売払いに関する特別措置法の廃止） 

第二十条 国有農地等の売払いに関する特別措置法は、廃止する。 

 （国有農地等の売払いに関する特別措置法の廃止に伴う経過措置） 

第二十一条 この法律の施行前に旧農地法第八十条第二項の規定により売り払われた土地

等については、前条の規定により廃止された国有農地等の売払いに関する特別措置法の

規定（同法の規定に基づく命令の規定を含む。）は、なおその効力を有する。 

 （地方自治法の一部改正） 

第二十二条 地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）の一部を次のように改正する。 

  第二百二条の二第四項中「、自作農の創設及び維持」を削る。 

  別表第一農地法（昭和二十七年法律第二百二十九号）の項中「（第七十八条第二項を

除く。）」を削り、「第九十一条の三第二項各号」を「第六十三条第二項各号」に改め、

同項第一号中「及び第三項」を「、第三項（同条第六項において準用する場合を含

む。）及び第五項」に改め、同項第二号中「の規定及び同条第三項」を「及び第四項の

規定並びに同条第三項及び第五項」に改め、同項第三号及び第四号を次のように改める。 

  三 第三十条第一項から第三項まで、第三十一条、第三十二条、第三十三条第一項、

第三十四条及び第三十五条第一項の規定により市町村が処理することとされている

事務 

  四 第四十四条の規定により市町村が処理することとされている事務 

  別表第一農地法（昭和二十七年法律第二百二十九号）の項第五号中「第八十二条第一

項」を「第四十九条第一項」に、「第八十三条」を「第五十条」に改め、同項第六号中

「第八十三条の二」を「第五十一条」に改め、同項に次の一号を加える。 

  七 第五十二条の規定により市町村が処理することとされている事務 

  別表第一農業経営基盤強化促進法（昭和五十五年法律第六十五号）の項中「第五項」

を「第四項」に改め、「、第二十七条の四、第二十七条の五、第二十七条の六第一項、



第二十七条の七第一項及び第四項、第二十七条の八第一項、第二十七条の十」を削る。 

  別表第二農地法（昭和二十七年法律第二百二十九号）の項第一号中「第四条第一項第

五号」を「第四条第一項第七号」に改め、同項第二号中「第五条第一項第三号」を「第

五条第一項第六号」に改める。 

 （地方財政法の一部改正） 

第二十三条 地方財政法（昭和二十三年法律第百九号）の一部を次のように改正する。 

  第十条の四第八号中「自作農の創設維持その他」を削る。 

 （土地改良法の一部改正） 

第二十四条 土地改良法の一部を次のように改正する。 

  第三条第四項中「第四条第二項に規定する法人」を「第八条第一項に規定する農地保

有合理化法人」に改め、「同じ。）」の下に「若しくは農地利用集積円滑化団体（同法

第十一条の十二に規定する農地利用集積円滑化団体（同法第四条第二項第一号に規定す

る農地売買等事業を行う者に限る。）をいう。以下同じ。）」を、「又は農地保有合理

化法人」の下に「若しくは農地利用集積円滑化団体」を加え、「同条第二項」を「同法

第四条第二項」に改め、「いう。）」の下に「若しくは農地利用集積円滑化事業（同条

第三項に規定する農地利用集積円滑化事業をいう。）」を、「その農地保有合理化法

人」の下に「又は農地利用集積円滑化団体」を加え、同条第五項中「又は農地法（昭和

二十七年法律第二百二十九号）第六十八条第一項」を削る。 

  第五十三条の三の二第二項中「農地保有合理化法人」の下に「若しくは農地利用集積

円滑化団体」を加える。 

  第六十五条中「農地法」の下に「（昭和二十七年法律第二百二十九号）」を加える。 

  第八十五条の四第一項中「又は農地保有合理化法人」を「、農地保有合理化法人又は

農地利用集積円滑化団体」に、「第三条第四項」を「同条第四項」に改め、「により農

地保有合理化法人」の下に「又は農地利用集積円滑化団体」を加える。 

  第八十七条の二第一項中第一号を削り、第二号を第一号とし、同項第三号イ中「前二

号」を「前号」に改め、同号を同項第二号とし、同条第二項中「又は第二号」を削り、

同条第三項中「同項第三号」を「同項第二号」に改め、「及び第二号」を削り、同条第

四項中「同項第三号」を「同項第二号」に改め、同条第六項中「同項第三号」を「同項

第二号」に、「第一項第三号」を「第一項第二号」に改め、同条第十項中「第一項第三

号」を「第一項第二号」に、「前条第五項」を「同条第五項」に改める。 

  第八十七条の三第一項中「並びに」を「及び」に改め、「及び第二号」を削り、同条

第十五項中「又は第二号」を削る。 

  第九十条第三項中「同項第二号」を「同項第一号」に改める。 

  第九十条の二第一項中「行なう」を「行う」に、「同項第二号」を「同項第一号」に、

「すでに」を「既に」に改め、同条第四項中「行なう同項第二号」を「行う同項第一

号」に改める。 



  第九十四条中「左に」を「次に」に改め、同条第二号中「同項第二号」を「同項第一

号」に改める。 

  第九十四条の八第一項中「行なう同項第二号」を「行う同項第一号」に改め、「農地

保有合理化法人」の下に「又は農地利用集積円滑化団体」を加える。 

  第九十四条の八の二第一項中「農地保有合理化法人」の下に「又は農地利用集積円滑

化団体」を加え、同条第二項中「農地保有合理化法人」の下に「又は農地利用集積円滑

化団体」を加え、「添附して」を「添付して」に改め、同条第三項中「農地保有合理化

法人」の下に「又は農地利用集積円滑化団体」を加え、「添附された」を「添付され

た」に改め、同条第四項及び第五項中「農地保有合理化法人」の下に「又は農地利用集

積円滑化団体」を加え、「添附した」を「添付した」に改める。 

  第九十五条第一項中「若しくは農地保有合理化法人」を「、農地保有合理化法人若し

くは農地利用集積円滑化団体」に改め、同条第二項中「若しくは農地保有合理化法人」

を「、農地保有合理化法人若しくは農地利用集積円滑化団体」に、「又は農地保有合理

化法人」を「、農地保有合理化法人又は農地利用集積円滑化団体」に改め、「置かない

農地保有合理化法人」の下に「又は農地利用集積円滑化団体」を加え、同条第五項中

「農地保有合理化法人」の下に「又は農地利用集積円滑化団体」を加える。 

  第九十五条の二第一項中「行なう」を「行う」に、「又は農地保有合理化法人」を「、

農地保有合理化法人又は農地利用集積円滑化団体」に改め、同条第二項中「あわせて」

を「併せて」に、「又は農地保有合理化法人」を「、農地保有合理化法人又は農地利用

集積円滑化団体」に改め、同条第三項中「第二項に」を「前項に」に改め、「農地保有

合理化法人」の下に「又は農地利用集積円滑化団体」を加える。 

  第百条第一項中「又は農地保有合理化法人」を「、農地保有合理化法人又は農地利用

集積円滑化団体」に、「行なおう」を「行おう」に改め、「置かない農地保有合理化法

人」の下に「又は農地利用集積円滑化団体」を加える。 

  第百八条第一項中「農地保有合理化法人」の下に「、農地利用集積円滑化団体」を加

える。 

  第百十条を次のように改める。 

 第百十条 削除 

  第百十一条中「前条」を「第百九条」に改める。 

  第百十八条第一項第四号及び第五項中「若しくは農地保有合理化法人」を「、農地保

有合理化法人若しくは農地利用集積円滑化団体」に改める。 

  第百四十四条中「農地保有合理化法人」の下に「又は農地利用集積円滑化団体」を加

える。 

 （地方交付税法等の一部改正） 

第二十五条 次に掲げる法律の規定中「第二条第七項」を「第二条第三項」に改める。 

 一 地方交付税法（昭和二十五年法律第二百十一号）第十二条第三項の表第三十二号 



 二 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律（昭和四十一年法律第百二

十六号）第四条第三項 

 三 国有林野の活用に関する法律（昭和四十六年法律第百八号）第三条第一項第一号 

 四 租税特別措置法の一部を改正する法律（平成七年法律第五十五号）附則第三十六条

第三項 

 五 所得税法等の一部を改正する法律（平成十七年法律第二十一号）附則第五十五条第

三項 

 （鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の一部改正） 

第二十六条 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律（昭和二十五年法律第二百

九十二号）の一部を次のように改正する。 

  第一条第二号ニ中「第八十五条第六項」を「第五十三条第二項」に改める。 

 （農業委員会等に関する法律の一部改正） 

第二十七条 農業委員会等に関する法律（昭和二十六年法律第八十八号）の一部を次のよ

うに改正する。 

  第六条第一項第一号中「、採草放牧地又は薪炭林」を「又は採草放牧地」に改め、

「及び自作農の創設維持」を削り、同項第二号中「附随する」を「付随する」に改める。 

  第八条第一項中「左に」を「次に」に改め、同項第三号中「第二条第七項」を「第二

条第三項」に改める。 

 （沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部改正） 

第二十八条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律（昭和四十六年法律第百二十九号）

の一部を次のように改正する。 

  第百七条及び第百八条を次のように改める。 

 第百七条及び第百八条 削除 

 （農住組合法の一部改正） 

第二十九条 農住組合法の一部を次のように改正する。 

  第九条第四項中「第五条第一項第三号」を「第五条第一項第六号」に改める。 

  第十一条中「、第百十条」を削る。 

 （集落地域整備法及び市民農園整備促進法の一部改正） 

第三十条 次に掲げる法律の規定中「、第百十条」を削る。 

 一 集落地域整備法第十二条 

 二 市民農園整備促進法第六条 

 （特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律の一部改正） 

第三十一条 特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律（平成元年法律第五十

八号）の一部を次のように改正する。 

  第二条第二項第五号ロ中「又は農地保有合理化法人（」を「、農地保有合理化法人

（」に、「第四条第二項」を「第八条第一項」に改め、「同じ。）」の下に「又は農地



利用集積円滑化団体（同法第十一条の十二に規定する農地利用集積円滑化団体（同法第

四条第二項第一号に規定する農地売買等事業を行う者に限る。）をいう。以下同

じ。）」を加え、「又は農地保有合理化法人と」を「、農地保有合理化法人又は農地利

用集積円滑化団体と」に改める。 

  第四条第一項中「又は農地保有合理化法人」を「、農地保有合理化法人又は農地利用

集積円滑化団体」に改め、同条第二項中「又は農地保有合理化法人」を「、農地保有合

理化法人又は農地利用集積円滑化団体」に、「については、農地法第六条第一項」を

「の賃貸借については、農地法第十六条、第十七条本文、第十八条第一項本文、第七項

及び第八項並びに第二十一条」に改め、同条第三項を削り、同条第四項中「第二条第九

項に規定する小作料」を「第二十条第一項に規定する借賃等」に、「同法第二十一条、

第二十二条及び第二十四条」を「同条」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項中

「第二章第六節」を「第二十五条から第二十九条まで」に改め、同項を同条第四項とす

る。 

 （地価税法の一部改正） 

第三十二条 地価税法（平成三年法律第六十九号）の一部を次のように改正する。 

  第二条第二号ハ中「第二十条第一項本文」を「第十八条第一項本文」に改める。 

  別表第一第二号ロ中「若しくは」を「又は」に改め、「又は同法第七十三条第一項

（売り渡した土地等の処分の制限）の規定による許可」を削り、「第四条第一項第五号

又は第五条第一項第三号」を「第四条第一項第七号又は第五条第一項第六号」に改める。 

 （独立行政法人森林総合研究所法の一部改正） 

第三十三条 独立行政法人森林総合研究所法（平成十一年法律第百九十八号）の一部を次

のように改正する。 

  附則第九条第四項及び第十一条第四項中「第三条第一項第四号」を「第三条第一項第

六号」に改める。 

 （農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法の一部改正） 

第三十四条 農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法（平成十四年法律第五十

二号）の一部を次のように改正する。 

  第十条中「第二条第七項第二号」を「第二条第三項第二号」に改める。 

 （独立行政法人農業者年金基金法の一部改正） 

第三十五条 独立行政法人農業者年金基金法（平成十四年法律第百二十七号）の一部を次

のように改正する。 

  附則第六条第五項中「同条第二項第七号」を「同条第二項第六号」に改め、「、同法

第七条第一項中「該当する小作地」とあるのは「該当する小作地、独立行政法人農業者

年金基金が農地売買貸借業務の実施により借り受けている小作地及び独立行政法人農業

者年金基金が所有し、かつ、農地売買貸借業務の実施により売り渡すまでの間一時貸し

付けている小作地」と」を削る。 



 （景観法の一部改正） 

第三十六条 景観法（平成十六年法律第百十号）の一部を次のように改正する。 

  第五十七条第一項中「ととのった」を「調った」に改め、「（第二号の二、第四号、

第五号、第七号及び第八号に係る部分に限る。）」を削り、同条第二項を削り、同条第

三項中「ととのった」を「調った」に、「第十九条本文並びに第二十条第一項本文」を

「第十七条本文並びに第十八条第一項本文」に改め、同項を同条第二項とする。 

 （農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律の一部改正） 

第三十七条 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律（平成十

八年法律第八十八号）の一部を次のように改正する。 

  第二条第二項第一号ロ中「農地法（昭和二十七年法律第二百二十九号）第二条第七項

に規定する農業生産法人」を「農業経営を営む法人」に改める。 

 （特別会計に関する法律の一部改正） 

第三十八条 特別会計に関する法律（平成十九年法律第二十三号）の一部を次のように改

正する。 

  第百二十四条第二項第一号中「自作農（」を削り、「第二条第四項に規定する自作農

をいう。）の創設のため」を「の規定により」に、「使用、売渡し、譲与」を「売払

い」に改める。 

  第百二十七条第一項第一号イ中「売渡代金」を「売払代金」に改め、同項第二号ロを

削り、同号ハを同号ロとし、同号ニ中「売渡し」を「売払い」に改め、同号ニを同号ハ

とし、同号ホを削り、同号ヘを同号ニとし、同号トからルまでを同号ホからリまでとし、

同条第二項中「同項第二号ト」を「同項第二号ホ」に改め、同条第三項中「同項第二号

チ」を「同項第二号ヘ」に改める。 

  第百二十八条第五号及び第六号中「売渡し」を「売払い」に改める。 

  第百三十一条を次のように改める。 

 第百三十一条 削除 

  第百三十五条第三号中「売渡し」を「売払い」に改める。 

  附則第二百十四条第六項中「第百三十一条」を「農地法等の一部を改正する法律（平

成二十一年法律第▼▼▼号）附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有する

こととされる同法附則第三十八条の規定による改正前の第百三十一条」に改める。 

 （特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置） 

第三十九条 附則第三条、第五条、第六条第二項及び第六項並びに第八条第一項の規定に

よりなお従前の例によることとされる場合における買収、売渡し、譲与及び賃貸、附則

第六条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる旧農地法第七十二条の規

定による買収、附則第八条第二項の規定により新農地法第四十六条の規定の例によるこ

ととされる売払い並びに附則第八条第四項の規定によりなおその効力を有することとさ

れる旧農地法第八十条の規定による売払い並びにこれらの附帯業務に関する経理は、特



別会計に関する法律第百二十四条第一項の規定にかかわらず、食料安定供給特別会計に

おいて行うものとする。 

２ 前項の規定により同項に規定する経理を農業経営基盤強化勘定において行う場合につ

いては、前条の規定による改正前の特別会計に関する法律第百三十一条の規定は、なお

その効力を有する。この場合において、前条の規定による改正後の特別会計に関する法

律第百二十七条第一項から第三項までの規定の適用については、同条第一項第二号中 

「 ハ 農地等の管理及び売払いその他の処分に要する費用  

 ニ 第百二十四条第二項第二号の財政上の措置に要する費用（貸付金を含

む。） 

 

 ホ 農業改良資金助成法第三条の規定による都道府県に対する貸付金  

 ヘ 青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法第十九条

第一項の規定による都道府県に対する貸付金 

 

 ト 業務勘定への繰入金  

 チ 調整勘定への繰入金  

 リ 附属諸費 」 

 とあるのは 

「 ハ 農地等の管理及び売払いその他の処分に要する費用  

 ニ 他の会計への繰入金  

 ホ 第百二十四条第二項第二号の財政上の措置に要する費用（貸付金を含

む。） 

 

 ヘ 農業改良資金助成法第三条の規定による都道府県に対する貸付金  

 ト 青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法第十九条

第一項の規定による都道府県に対する貸付金 

 

 チ 業務勘定への繰入金  

 リ 調整勘定への繰入金  

 ヌ 附属諸費 」 

 と、同条第二項中「同項第二号ホ」とあるのは「同項第二号ヘ」と、同条第三項中「同

項第二号ヘ」とあるのは「同項第二号ト」とする。 

 （行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正） 

第四十条 行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部を次のよう

に改正する。 

  第百九十四条を次のように改める。 

  （農地法の一部改正） 

 第百九十四条 農地法（昭和二十七年法律第二百二十九号）の一部を次のように改正す

る。 

   第四十条第一項中「ついての」の下に「行政不服審査法（平成二十一年法律第▼▼

▼号）附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前

の行政不服審査法（昭和三十七年法律第百六十号。以下「旧行政不服審査法」とい

う。）の規定による」を加える。 

   第四十三条第三項中「ついての」の下に「旧行政不服審査法の規定による」を加え



る。 

   第五十三条第一項中「異議申立て」を「審査請求」に改め、「裁定についての」の

下に「旧行政不服審査法の規定による」を加え、同条第二項に後段として次のように

加える。 

    この場合においては、審査請求（旧行政不服審査法の規定による不服申立てを含

む。）をすることができない。 

   第五十三条第三項中「行政不服審査法（昭和三十七年法律第百六十号）」を「旧行

政不服審査法の規定」に改め、同項後段を削り、同条第四項中「行政不服審査法」の

下に「第二十一条又は旧行政不服審査法」を加え、「前項後段の」を「第二項の規定

により裁定の申請をすることができる」に、「又は」を「若しくは再調査の請求又は

旧行政不服審査法の規定による審査請求若しくは」に改める。 

   第五十四条第一項中「不服申立て」を「審査請求（旧行政不服審査法の規定による

審査請求を含む。）」に、「審査請求又は異議申立て」を「審査請求（旧行政不服審

査法の規定による審査請求を含む。）」に改め、「又は決定」を削り、同条第二項を

削る。 

  第二百四条を次のように改める。 

 第二百四条 削除 

 （旧農業者年金基金法の一部改正） 

第四十一条 独立行政法人農業者年金基金法附則第六条第三項の規定によりなおその効力

を有するものとされた農業者年金基金法の一部を改正する法律（平成十三年法律第三十

九号）附則第八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法による改

正前の農業者年金基金法（昭和四十五年法律第七十八号）の一部を次のように改正する。 

  第四十二条第一項第二号イ中「第四条第二項」を「第八条第一項」に改め、「農地保

有合理化法人」の下に「、同法第十一条の十二に規定する農地利用集積円滑化団体」を

加え、同条第三項中「農地法第二条第二項の小作地及び同条第三項の小作採草放牧地」

を「耕作の事業を行う者が所有権以外の権原に基づいてその事業に供している農地及び

耕作又は養畜の事業を行う者が所有権以外の権原に基づいてその事業に供している採草

放牧地」に改める。 

 （旧農用地整備公団法及び旧独立行政法人緑資源機構法の一部改正） 

第四十二条 次に掲げる法律の規定中「から第百十一条まで」を「、第百十一条」に改め

る。 

 一 独立行政法人森林総合研究所法附則第十一条第三項の規定によりなおその効力を有

するものとされる森林開発公団法の一部を改正する法律（平成十一年法律第七十号）

附則第八条の規定による廃止前の農用地整備公団法（昭和四十九年法律第四十三号）

第二十四条第二項 

 二 独立行政法人森林総合研究所法附則第九条第三項の規定によりなおその効力を有す



るものとされる独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律（平成二十年法律第八号）

による廃止前の独立行政法人緑資源機構法（平成十四年法律第百三十号）第十七条第

二項 

 （政令への委任） 

第四十三条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政

令で定める。 



     理 由 

 我が国の食料及び農業をめぐる諸情勢の変化にかんがみ、国民に対する食料の安定供給

を確保するため、農地について耕作者自らが所有することを最も適当としてきた制度を改

め、将来にわたって国内の農業生産の基盤である農地の確保及びその有効利用が図られる

よう、農地の転用に関する規制の強化、農地の権利移動についての許可基準の見直し、遊

休農地の農業上の利用の増進を図るための措置の充実、農地の利用集積を円滑に実施する

ための事業の創設等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由であ

る。 


